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【講演】

ニュージーランドの教育制度

ジョン・マタイラ(ニュージーランド大使館１等書記官）

最初にお詫びしなくてはなりませんのは、私はニュージーランドの教育制度につい

てそれ程詳しくありません。本来ならば専門の担当者かニュージーランドの教育に携

わる者が講演を行うべきですが、本日は政府の見解よりも教育者であるオークランド

大学のロージヤー・ペリー教授の講演を参考に、お話いたします。最初にニュージー

ランドの国の概要についてお話した後、教育制度の現状や問題点などをお話したいと

思います。

まず始めに簡単に国の紹介を致します。皆さんご存知の通り、ニュージーランドは

南半球に位置し、季節が日本と逆になります。今は１２月の始めですから、夏休みの予

定をどこのビーチで過ごすか検討しているのではないでしょうか｡因みに１２月の平均

気温はオークランドで１８度、ウェリントンで１６度ぐらいです。夏も冬も日本ほどは

厳しくありません。人口は約３７０万人で、神奈川県横浜市の人口と同じぐらいです。

このうち白人が約８０％、マオリ人が約14％、南太平洋諸島の人たちが５％ぐらいで、

２％がアジア人です。面積は日本の４分の３ぐらいです。１平方キロメートルあたり

の人口密度は、日本が約330名で、ニュージーランドが約１０名です。言葉はマオリ語

と英語が公用語です。最近のニュージーランドで皆さんが思い浮かべることは、１９８０

年代以降実施されてきた抜本的な行政改革、来年オークランドで開かれるアメリカズ

カップというヨットレース、２１世紀の初日の出を世界で一番早く見られる国などが

あるのではないでしょうか｡様々なことで注目を浴びているニュージーランドですが、

今は旬と行っても良いのではないでしょうか。国の紹介はきりがないので、この辺に

しておきたいと思います。

それでは、ニュージーランド教育制度の概要を最初に簡単にご説明いたします。０

歳から５歳のための幼児教育には主としてマオリ語の幼稚園コハンガレオ、幼児ケア

センター、親たちが経営するプレイセンター、幼稚園などがあります。義務教育は、

６歳から１６歳までですが、普通は５歳の誕生日から小学校に入学します。大部分の

学校は公立ですが、中には主として教会が運営する私立学校もあります。純然たる私

立学校もありますが、その数は多くありません。小学校は６年間で、その後２年間の

中学校が続きます。高校は１３歳から５年間です。お配りした資料をご覧になっていた

だければお分かりになると思いますが、日本の６．３．３．４制に対してニユージー
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ランドは６．２．５．３制になります。ニュージーランドは希薄な人口密度のため、

小学校・中学校・高等学校が別個に設置できるのは、大都市だけで、地方の都市では

小学校と中学校を併せた初等学校があったり、中学校と高等学校を併せたフォーム学

校があったり、さらに地方の町では小・中．高の全課程を持つ地域学校と呼ばれる学

校があります。また、地域学校のある町でさえ、遠い僻地の牧場の子どもたちにはウ

ェリントン国立通信教育学校があります。これには海外在住のニュージーランド人や

心身上の理由で普通学校での教育に適さない若者が在校しています。学年は近年、４

学期制に変わりました。１２月後半から１月の夏休みが終わると、１月から４月半ばま

でが一学期、４月末から７月上旬までが２学期、７月下旬から９月末までが３学期、

１０月中旬から１２月中旬までが４学期です。統計の資料の２ページにはニュージーラ

ンドの教育機関の数が載っています。高等教育では全国で大学が７校、教員養成校が

４校、ポリテクニックと呼ばれる専門学校が25校あります。

つぎにもう少し詳しく組織と運営の説明をしたいと思います。中央レベルで見てみ

ますと、教育省が政策の策定と実施および教育大臣への助言を行っています。ニュー

ジーランド資格局は国家のすべての学位や資格の監督をします。そして、教育評価局

は学校と教科の監査や評価を行います。その他にも、特殊教育と職業訓練プログラム

を担当する機関があります。地方レベルでは、すべての学校に運営理事会があり、高

等教育機関にはそれぞれ評議会があります｡地域の教育委員会や管轄官庁はなくなり、

運営理事会と評議会が幅広い機能と責任を担うことになりました。学校長は教職員の

任命、カリキュラム、日々の学校運営などに責任を負っています。高等教育機関の学

長も同様に広い権限を持っています。ちなみに運営理事会は学校長、職員代表、生徒

代表、親代表で構成されています。生徒が参加するのがユニークな点だと思います。

簡単にまとめますと、中央政府が大きな枠を決め、詳細や運営などはそれぞれの学校

に任せているという感じになります。授業料は義務教育から中等教育修了までの段階

では、国立・公立校は無料でずが、私立校は有料です。最近では大学で授業料をとる

システムが出てきています。この分野における重大な問題は、中央に専門機関が、そ

して、地方に運営理事会が設置された結果として分権化が進む一方で、組織的なまと

まりが若干失われたのではないかという点にあります。

続いて、税制度についてお話します。中央政府が教育資金を提供し、教育には地方

税は全くかかりません。教師の給与と大型設備費以外のすべての資金はそれぞれの運

営理事会が受け取ります。貧困地域の学校には特別な資金が提供されることもありま

す。さらに、学校は自発的な納付金を集めますがその金額と納付率はまちまちです。

政府が提供する高等教育機関、日本でいう大学への資金はパートタイムとフルタイム
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を併せた学生の総数をフルタイムとして換算した学生数に基づいて提供され、段階的

に費用の７５％までに削減されています。この削減にはインフレと給与の上昇が計算に

入っていないので、近年授業料が高騰しています。学生に特別手当金を支給する制度

はありますが、多少なりともその恩恵に属している学生わずか２５％にしか過ぎません。

学生のための融資制度もありますが､わずか４年間で学生への貸付金はすでに１７億ニ

ュージーランドドルにも達しています。この分野における重大な問題は、教育費の負

担における個人と公的資金の割合の変化と、その変化があまりにも急激だった点にあ

ります。親たちの多くは、教育費の大幅な負担増への準備が整っていない現状があり

ます。

次にカリキュラムを見てみます。現行のカリキュラムには高校の２学年、だいたい

１４歳まではかなり一般的な必修科目が含まれており、高校の上級学年になると通常幅

広い選択科目が含まれるようになりました。１９９３年に国が定めるカリキュラムの枠組

みが新たに発表されましたが、まだ官報で公示はされていません。この枠組みは基本

原則７つの重要学習分野、必須技術、心構えと価値観に関する説明、評価方法の指針

からなっています。この新しい枠組みに関する公示は現在準備中です。高等教育機関

にはカリキュラムに関してかなり大きな自由が与えられています。何を教えるかや学

位修得のための科目をどのように編成するかは大学側に任されています。学位修得の

ためのコースが新設される場合のみ学者で構成される中央委員会が事前に審査します。

最近制定された法律のもとで大学以外の高等教育機関も同じような自由を与えられて

いますが国の資格を授与するための課程を教えるためには認定を得ることが必要にな

っています。この分野における主な問題点は、カリキュラムの目標と理念をめぐる意

見の対立です。新しい枠組みは実用的な技術と経済的な知識に重点を置きすぎている

という批判があります。

続いて試験と資格に移りたいと思います。小学校では国の試験はなく、高校への入

学試験もありません。高校の最後の３年間に国の試験が３つあり、その内の１つは学

校の内部で実施される高等教育機関に進学を希望している生徒は大学入学資格試験

(BursaryExamination)をうけます。ただし専門コースへの入学には制約があります。

大学や他の高等教育機関はそれぞれ学位試験を独自に実施します。ただし大学以外の

高等教育機関が授与する資格はNewZealandQUalificationsFrameworkに登録されて

います。これには８つのレベルがあり、単位基準に基づいてそれぞれの資格が決めら

れています。その単位基準は特定分野の資格に必要な成績を示しています。この分野

における主要な問題点は、基準や優秀といった概念について、また全ての資格に単一

の枠組みを用いることについて、大学側とNewZealandQualificationsAuthority
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の問に意見の食い違いがあることです。

さらにマオリ教育について少しお話します。マオリは学齢期の人口で２０％以上を占

めていますが、ニュージーランドの教育の主流で成功を収めているとはいえません。

しかし、歴史的に見れば白人が移住してきた直後、マオリは抜群の成績を収めていま

した。近年、マオリたちはマオリ学校制度といったようなものを別に設立し始めてい

ます。その中には、最初にお話ししましたとおり、マオリ語による幼児のためのプレ

イセンター、コハンガレオが多数、マオリ語で授業を行う主に小学校、クラカウパパ

マオリが約３０校、高等教育機関ファレワーナが少数あります。これらの学校は国家の

教育制度に組み入れられています。この分野での問題は、分離を招きかねないという

概念の高まりです。マオリは国家の制度は自分たちのニーズを満たしてくれず、自分

たちの文化にもっと密着した方法を用いて、両方の世界における卓越性を目指すと主

張しています。

最後に言語と文化をお話します。ニュージーランドでは人種構成に変化が起こって

います。ご存知のとおり、マオリは人口の約14％、イギリス・ヨーロッパ系は約７５％

を占めていますが、少数民族の数の増大に伴い、学校でどの言語を用いるかという問

題が持ち上がっています。英語は明らかに必要であり、マオリ語も特別の位置を占め

ています。共同体言語と国際言語の両方が必要とされています。オーストラリアと異

なりニュージーランドには、政府が特定の外国語教育を推進する政策はありません。

政府の一部の人たちには学校への介入に見えるかも知れませんが、大臣たちは国際言

語をもつと教えるよう強く求めています。日本語とマオリ語はもっとも広く教えられ

ている言語ですが、それでもそれらの言語を勉強している生徒はそれぞれ約１２％にし

か過ぎません。フランス語とドイツ語はかなり広く教えられていますが、その他の言

語はほとんどの学校では教えられていません。高等教育レベルになると教えられてい

る言語の種類が増えます。ニュージーランドは遠く離れた小国で、様々な言語を流暢

に話す人たちを必要としています。その対策として、政府がこの分野で包括的な政策

を策定し、優先度の高い言語に特別に力を入れることが必要だと思われます。

最後にニュージーランド教育改革がもたらしたことについてまとめて締めくくり

たいと思います。皆さんご存知のとおり、行政改革や規制緩和とならんで、ニュージ

ーランドでは１９８０年代後半から大規模な教育改革が行われています。１９８０年に新し

い教育法が成立して、その改革は就学前から高等教育・職業教育にまでおよぶ包括的

なものとなっています。たとえば、就学前の教育は、幼稚園は教育省の管轄、保育所

は社会福祉省の管轄でしたが、改革後保育所をはじめ保育者や子どもの家を行う家庭

保育、親たちの共同保育であるプレイセンター、マオリの文化に基づく教育施設であ
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るコハンガレオなど、就学前のプログラム全てを就学前教育として一括にし、教育省

の管轄としたことがあります。その他、これまで施設の種類ごとに異なっていた補助

金システムを子ども１人１時間あたりのレイトを２歳未満を４．５ニュージーランドド

ル、二歳以上２．５ニュージーランドドルと統一したこともあります。施設の広さやス

タッフの数などについて、免許の取得を義務付け、さらに保育方針などについて認可

を受けることで、補助金が得られる仕組みを導入しました。運営主体が福祉団体であ

っても、企業であっても、補助金の格差がなくなりました。その結果、企業による保

育所の設立が相次ぎ、５歳未満の就学前教育の普及率は１９８９年の３８％から１９９７年の

56％と伸びています。また、配布しました統計に出ているように教育支出を見ても８６

年の7,000万ドルから９７年の５６億ドルへと急増しています。しかし、教育改革につ

いては国の経済力強化に重点がおかれているのではという疑問点も出ています。就学

前に限ってみれば、政府は教育への支出に寛容でありますが、小学校以上では公費支

出削減の方向がうかがえます。先ほど申し上げましたとおり、初等・中等教育におい

ては改革により､地方教育行政機関として全国１０地域に設けられていた教育委員会が、

廃止されました。教員の給与と大型の設備費は教育省から直接支払われます。それ以

外は、生徒数などを基礎にして配分される一定の予算の範囲で運営理事会が学校を運

営していくことになりました。最低の経費は教育省が負担しますが、あとは学校の集

金能力にかかっていることになります。学校は基本的に無料ですが、学校への自発的

な納付金については地域によってばらつきが出てきてしまいます。自発的納付金があ

まり集まらない場合は企業が企業名を学校名につけるところもあります。大学を見る

と１９９０年に大学補助金委員会が廃止されて、EFTS(EquivalentFullTimeStudent

Syste､)が導入されました。政府は高等教育費の政府負担割合を７５％にまで削減する

ため、年に１％づつ学生負担割合を増やす方針を出しました。この結果、授業料が上

がっているという問題が出てくるわけです。教育改革の結果、一概に成功した、して

いないとはいえません。好結果もたくさん見られますが、もちろん悪い面も出てきて

いることは事実です。改革はまだ終了したわけではありませんので、これからどうや

って如何に問題点をなくして、理想の教育制度をニュージーランド－般に提供してい

けるかが問題になります。教育は経済的に反映する国家を目指すべきか、あるいは調

和の取れた多文化社会を目指すべきかがこれからのニュージーランドの課題ではない

でしょうか。

〔テープ書き取り・文責伊井義人〕
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＜論文＞

オーストラリアにおける地方教育行政の再編と方向

一クィーンズランド州を中心に－

笹森健

（青山学院大学）

はじめに

1990年代のオーストラリアの教育は、種々の側面で大きな変化をもたらした時期で

あったといえよう。概括的にいえば１９８０年代まで連邦政府をはじめとして各州・区が

築き上げてきた教育制度や内容を再検討し、オセアニア地域の最大の国として世界の

変化に対応できる国へと整備されてきた時期といえる。つまり、国段階では連邦政府

として州の間の格差を縮めるため、各州・区の教育大臣と連邦政府文部大臣で構成す

る当時のオーストラリア教育審議会(AustralianEducationCouncil-1993年にMCEETY

A)が就学前教育、初等・中等教育、職業教育と訓練、高等教育、成人教育と地域社会

の教育、青少年に関する教育計画など、いわば教育全般にわたる問題について検討し

て国全体の教育水準の底上げを図った。')具体的には1988年のいわゆる「ホバート協

定」（HobartAgreement)(HobartDeclarationともいわれる）で国全体の学校教育の

教育内容の目標(NationalGoalsforSchooling)を設定した。その際、現在のカリキ

ュラムの基盤になっている８領域の開発が連邦、州・区の教育大臣の間で確認された

のである。高等教育の改革も１９８０年代終わりであった。すなわち、再編された連邦政

府の雇用・教育・訓練省(DepartmentEmployment,EducationandTraining-DEET）の

大臣になったジョン・ドーキンス（JohnDawkins）は1989年に大学改革を断行し、そ

れまであった高等教育専門学校(CollegeofAdvancedEducation）を整理統合して従

前からあった大学への併合、高等教育専門学校を２校以上合併させた新大学の設立な

どを断行した。これにより統廃合がなされ１９９４年現在、全国統一制度の大学３６校、

それ以外３校の高等教育機関の体制となった｡2)さらに､州段階の教育行政制度も１９８０

年代当初より各州・区で実施された。これらの基底にある理念は「公正」「平等」で、

多民族国家を構成する国民一人一人の教育機会の保障、教育水準の引き上げを目標に

各州・区は教育行政組織の改編を盛んに実施した。具体的には教育権限の

学校段階への委譲、地域住民の教育参加などを積極的に進める政策であった。一つの

州だけで我が国の数倍もある州があるという広大な国に我が国の約７分の一の人口し

かない国である故に、国民すべてに「公正」な教育を保障することは並大抵のことで
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はなぃ。加えて世界の百カ国以上の国からの移民で成り立つ多民族国家、それに先住

民アボリジニーやトーレス海峡島しょ民も存在するという国の事情は、教育の保障を

更にきめの細かい、教育現場に根ざしたものであることが連邦政府や州教育省に要請

された。

本稿では、地方教育行政を焦点とし、学校教育、教育内容、高等教育等は対象とし

ない。また地方教育行政でもクィーンズランド州を例にその再編の方向と課題を考察

することにする。６州２直轄区を対象とすべきではあるが、すでに一部の州について

は拙論を発表しているので割愛する。３）

クィーンズランド州について再度対象とする理由は次の通りである。第一は、最初

に発表したのは１９８７年当時の状況についてであったが、前記のように１９９０年代に全

国的に再編され､同州もその後大きく改編され現在のものは1998年１月より実施され

ている。このため、これらを比較してその差異について明らかにするのが目的である。

第二は、改編される場合の基本的考え方と背景を明らかにすることにより、日本の約

５倍の広さを有するこの州の地域住民に対する教育の保障のあり方を考察するのが狙

いである。

オーストラリアは建国当初から宗主国英国からの移民が中心となって国家建設を手

掛けてきた国であり、国民が主体性をもって自らの生活を作りだし、そこに新しい移

民を受入れて力を合わせて国家建設に努力してきた。とはいえ、多くの国からの移民

が増加するにつれ広大な地域に居住する人々の考えは複雑多岐になり、国家として、

また州として纏めて行くには一定程度の強力な集権的な施策が必要であった。この結

果、住民のオーストラリア国民としての意識の醸成が不可欠となり、そのために連邦

政府も州政府も彼らの生活基盤の確立と国家の一員としての意識を高める必要から、

1970年代までは集権的な行政が要請された。ところが地域住民の意識がオーストラリ

ア国民として醸成され、地域社会における彼らの生活水準が上がるにつけ、1980年代

以降は住民は地域建設と同時に国家建設にも主体的に係わるようになってきた。各州

・区でみられる地域社会への教育権限の譲渡、住民参加の教育の方向性は、このよう

な背景の中で出てきたものであり、その基本には「全ての者に対する公正な教育の保

障」の考えがあったのである。このことは、先住民との共存を積極的に推進する政策

にもあらわれてきた。連邦政府は各州・区に共通する枠組みだけを示し、国家全体に

共通する施策を強力に押し進める方向､つまり中央集権的な方向から転換していった。

それは州政府に権限を多く委譲する方向であり、この州段階での集権的な状況が１９

８０年代まで続いたのであった。各州はこの時期に州の特殊性を踏まえて、主体的な政

策を展開させた。現在も見られる義務教育年限の州による差異、３学期或いは４学期
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制にみられる州による差異などはこの背景によるものである。

この後、１９９０年代は州内の住民の生活の安定をはかり、地域住民自らが地域の教育

への参加を含め、政治に積極的に参加する方向を打ち出した。州段階・地域段階さら

には学校地区段階の事情を最大限に取り入れた国民本位の政治に対する意識を高めさ

せる方向であった。教育行政についても同じで、本稿で対象とするクィーンズランド

州も例外ではなかった。この州は北部一帯は先住民が多く居住する地域であり、州都

ブリスベン及び海岸地域を除いて人口も少なく、他の州に比して住民の意識は低く、

州教育省は意図する施策を強力に促進させる必要があった。このため学校を基盤とす

る経営施策を導入したのは遅かった州といえよう。

１．１９８０年代の集権的な地方教育行政

1901年の連邦政府樹立以後、各州政府はそれぞれの地域の特性、移民の状況、住民

構成の特徴などを勘案して、州内の統一を図るための独自の政策を展開してきた。州

段階での集権的な状況を生み出したわけである。1980年代に入ると一部の州・区は地

域住民の自立意識の高まりで、より住民の要請に合致する教育施策が求められた。

これらの州では州・区政府も住民の要望をくみいれ、教育制度の再編、教育行政の再

検討を進めた。一方、住民意識は低く保守的な人々の多い州・区もあった。

各州・区が促進した教育行政改革を総括すると、基本的には教育行政権限の地方へ

の譲渡と地域住民の学校教育への参加を啓蒙しようという共通点がみられる。各州の

この時期の教育行政改革を列挙すると、ビクトリア州の１９８２年から1984年にかけて

教育大臣が出した一連の大臣書簡（NinisterialPaper)、西オーストラリア州が１９８４

年に出した、いわゆる「ビーズレイ報告」（BeazleyReport）、南オーストラリア州

の１９８７年の「イアン・コックス報告」（IanCoxReport）、タスマニア州の１９８７

年の「ヒューズ報告」（HughesReport)、首都直轄区（ＡＣＴ）の学校教育局が１９８７

年に出した「経営調査報告書_I、ニューサウスウェールズ州が１９８９年に出した「学校

の再生」（SchoolsRenewal)などが挙げられ、殆ど各州で教育行政改革案が提出され、

２１世紀を目の前に改正・整備がなされようとしていた。とはいえ、ニユーサウスウエ

ールズ州のように､国で最初に州になったものの古い慣習を堅持する古い住民が多く、

州の教育省に任せておけば良いとする風潮が強かった。1989年の改革案「学校の再生

」の大きな柱であった学校審議会の設置政策も、1998年時点で旧い地域と新興地域で

はその設置の割合が大きく異なっている状況はこれがためである。

このように、改革案に対する対応が州・区により異なるものの、ともかくも、各州

・区ではそれまで州の教育省が推進してきた集権的な教育行政組織を改編し、より地
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域に密着した細分化した組織を導入している。この中で共通する点は州内を平均１０

地区程度に分割したことであるが、地区内の学校管理に関しては視学官を設置するも

のと、学校毎に学校審議会（SchoolBoard又はSchoolCouncil）を設置して学校管理

をするものとに大別される。

本稿で対象とするクィーンズランド州は地域が広大で、北部一体には先住民やトー

レス海峡島しょ民の居住地域があるという州の性格から、州政府の思惑通りにはいか

なかった州の一つである。地方教育行政の体制は１９４９年に５地域に分割し、その後

1973年には９地域に再分割され、１９８５年までこの体制が続いた。１９８５年には州の最

北端にペニンスラ地域が設定され1987年現在は１０地域となって､それぞれに教育事

務所（RegionalEducationOffice)を設置している。Ｉ)これは地域段階で州教育省の

教育政策に責任を持たせ、同時に州と学校や地域社会との連携を密接に維持させる、

いわば州と地域社会の橋渡しの役目をさせるものであった。そして、各教育事務所に

は視学官を設置して行政施策を学校段階まで徹底させる体制を作った。しかし、日本

の約５倍という広大な州を１０地域に区分したとはいえ、一つの地域自体が広い地域

のために地域内を５乃至６区域に区分して、視学官を一人ずつ配置してその区域内の

学校の管理に当たらせた｡当時は視学官一人に平均２５校程度を分担させる実態であっ

た。5）したがって、視学官はこの２５校前後の学校を４校乃至５校ずつの学校群に分割

して日常の業務を担当したのである。それでも広大な地域であるがために視学官は連

日１００キロ、２００キロと車を走らせて学校巡回をしていたと、面談した元視学官は筆

者に語っていた。

視学官は担当の学校の運営・管理・人事にいたるまで責任をもち、その職務権限は

教育全般にわたって大きく、かつ重要なものであった。視学官の絶大な努力が広大な

地域全体に住む子どもの教育を保障していた。

視学官の職務権限については各教育事務所で明示しているが、ブリスベン・サウス

地域教育事務所を例に示すと次のようであった。６）

・地域社会の学校と地域教育事務所相互の連携をはかり、教育水準向上のための緊

密な関係の樹立

・学校の適正なカリキュラムの作成・実施と、教員研修の推進及び奨励

・校長・教員など専門職員の雇用と適切な配置

・学校施設の整備と備品の充実

・学校教育活動、教員、奉仕活動の参加状況の評価

・州教育省への報告

・学校への付託事項の処理状況の把握
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これからもクィーンズランド州の教育行政は州教育省一地域教育事務所一視学官とい

う一連の集権的なものであり、視学官の大きな責任のもとに、地域末端にまで「公正

な教育の保障」が保たれていた。

一方、看過できないのは、上記の教育行政体制でも掌握できない地域に対する教育

の保障体制である。つまり、遠隔地に対する教育であり、同州では早い段階から他の

州に先駆けて実施していた。最初は１９０１年の巡回教師によるもの、１９１３年には中等

教育段階についての通信教育、１９６０年には放送学校(SchooloftheAir）がクロンカ

リーで開設されるなど、遠隔地に対する教育を州教育省は積極的に実施してきた。

↑)そして、１９８６年には人工衛星AUSSATを利用した教育を開始した。また、先住民・

トーレス海峡島しょ民に対する教育施策も看過できない。（これらの具体的な実施状

況等については、すでに別に拙論で紹介しているのでここでは割愛する。「オーストラ

リア研究」オーストラリア学会1992年、「オーストラリア教育研究」オーストラリア

教育研究会1995年）このように1980年代中頃までは、州教育省が視学官を配置して

教育政策の地方への徹底をはかり、一方、遠隔地や先住民等に対しても漸次政策を整

備して地域住民の公正な教育の保障をはかってきたのである。

２．地方に権限を譲渡する1990年代の地方教育行政

（１）教育諮問委員会（学校審議会）設置の方向

クイーンズランド州の教育行政が大きく改編されたのは、1986年の「教育2000」に

よった。これは1985年に当時の教育大臣リン・パウエル(Hon・LinPowell)が座長とな

った特別審議会が「教育2000」の討議資料を作成したのにはじまる。副題には「クィ

ーンズランド州における未来の教育のために論議すべき諸点と選択」（Issuesand

optionsforthefutureofEducationinQueensland)とあり、同州の２１世紀以後の

教育計画の内容として考慮すべき事項に関し討議を期待して公刊したのである。８)報

告書全体を通じ最も重視している点は以下の５点である。すなわち、カリキュラムの

改善、教職員養成と質の向上、教職員管理、住民の意志の政策反映、教育行政組織の

改編9)で、広く各層の意見を求めた。これをもとに、1985年８月州教育大臣は調査

委員会を設置して具体的な教育政策を検討させ、1986年６月に２部構成の報告書を提

出した。

これらの基本的な方向は地方分権化、多様化と地域社会への適応を狙ったものであ

った。ここに、広大な地域であるために州の強力な集権的教育行政が行われてきた従

来の方向を大きく変える契機となった。報告書では、「６．意志伝達と意志決定」
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(CommunicationandDecision-making）として１章を設け、意思伝達の強化、地域の

教育的団結、地域協力強化の体制、地区の教育諮問委員会、計画樹立の協力、意志決

定の６項目について記している。、)その基本には地域教育の発展に焦点をおき、そ

のために地域の教育問題に精通した意思決定者の確保、教育機関に関する情報の地域

への伝達、教育を中心とした地域であると同時に地域に適応した教育を現実化するこ

とを強調している。つまり、一言でいえば地域住民のための地域主体の教育の実現を

目指したものであった。いわゆる、地域を基盤とした地方分権的な体制の実現をはか

ったわけで、州教育省が中心となって強力な集権的教育行政により地域住民の教育水

準を高めようとしてきた姿勢を大きく変革しようとした。

報告書の内容はカリキュラム改革から実施され、1988年には「未来を創る」（Shap-

ingtheFuture）と題した大部のカリキュラム改革案が公表された。「これ以後数年

の我々のカリキュラム計画の拠り所になるだろう」！'）と教育事務次官のフランク・

ピーチ(NrFrankPeach)が記しているように各教科毎に詳細に枠組みを示したもので

あった。

地方教育行政に関しては、地域の教育諮問委員会(regionaleducationadvisory

councils）の設置を提言した。’2)クイーンズランド州は前記したように、州政府の

強力な集権的行政で地域末端までその政策を浸透させていたが、学校現場で親の教育

参加が全くなかったわけではなかった。「親と市民連合」（ParentsandCitizens，

Associations）が1940年代より学校の援助協力団体として存在していたが､法的規定

はなかった。それが「1989年教育（一般）法」（TheEducation(GeneralProvisions）

Actl989）で、任意設置、組織目的、機能、権限、会員資格などが法制化されたが、

当時一部の州で存在していた「学校審議会」（SchoolCouncil）の設置までは規定さ

れなかった。とはいえ、この１９８９年教育法は地域の学校現場へ地域住民や親の参加を

法的に明確にしたわけで、学校審議会導入の伏線の意味をもつものであったといえよ

う。いずれにしても、それまでの教育行政の方向を転換させることになった意味は大

きい。

１９８６年の報告書「教育2000」で示した地域の教育諮問委員会設置の提言は、「1989

年教育（一般）法」の制定に影響を与えたことは必至で、地方に権限を委譲し親の教

育参加を促す地方教育行政への転機になった。ただ、ここで注目すべきことは、報告

書「教育2000」では「地域教育諮問委員会」の名称であったものが、1991年に出され

た報告書「学校に中心を」（TheFocusonSchools）では、「学校諮問委員会」（school

advisorycouncils）に名称を変えていることである。１３)これについて、「教育省の人

的・物的資源の全てを学校の教育要請に適応するように焦点化した」ことを報告書で
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は強調した。と同時に学校が州教育省の枠組みの中でより独自の経営が可能になるよ

うにとの意図があったことを明記している。つまり、学校現場で学校が主体的に学校

経営ができる委員会の設置を狙って、地域教育諮問委員会から学校諮問委員会に名称

を変更したといえる。

州教育省は１９９３年７月に３年間の学校諮問委員会の先導的試行を実施して、４２校

の学校で学校を基盤とする学校経営を試みた。学校での意志決定、さらには素人によ

る学校経営参加を試みた。’4)この試行を通じて州の教育省は学校諮問委員会の定義、

目的や

問題点を検討し、「1989年教育（一般）法」の第９条によって1994年７月にクイーン

ズランド州教育大臣は学校審議会検討部会(TheSchoolCouncilsWorkingParty）を

設置した。報告書「教育2000」がここに学校審議会検討部会の設置という形で具体化

された。この検討部会は１１人で構成され、学校審議会の設置の方向を審議し、１９９５

年に「州公立学校における学校審議会に関する討議文書」（DiscussionPaperon

SchoolCouncilsinQLDStateSchools）を発表し、学校を基盤にした学校経営の方

策を示した。１５)クィーンズランド州にも学校審議会(SchoolCouncil）が導入される

ことが発表されたわけである。

従来のクィーンズランド州の教育行政の集権的な体制が大きく変わることになり、

学校審議会設置の構想は地域住民が学校の運営に関わる画期的なものであった。した

がって、地方教育行政のあり方も従来のものとは大きく転換することになった。しか

しながら、既に設置されている他の州の学校審議会と基本的には同じであっても、他

の州とは異なった州独自のものもあった。例えばビクトリア州と異なる点は、クイー

ンズランド州ではすべての学校毎に設置するのではなく、検討部会は公立の初等学校、

中等学校、遠隔地学校、特殊教育学校に限定し、その上、１校でも数校を纏めた「群

審議会」（ClusterCouncil)の設置をも認めたことである。また、権限についても次の

ように提示した。’6）

・州教育省・州政府の枠組みの中で学校の施策の認可する。

・学校教育計画（学校発展計画、年次活動計画を含む）の認可する。

・学校予算を認可し執行する。

・学校審議会の責任下にある教育活動と関連して校長に報告を求める。

．「親と市民連合」から連合の収支について報告を求める。

・学校審議会の責任下にある学校の活動に関して、学校と関連のある諸団体から報

告させること。

・校長あるいは学校に関係のある人・団体に対し、忠告や意見、勧告をすること。

‐１２．



権限については、ビクトリア州のように人事に関連する権限は与えられていないが学

校教育活動全般に関して大きな権限を認めようとしていることが窺える。

学校審議会設置の方向は、１９９５年に「州公立学校における学校審議会に関する討議

文書｣が示されてから２年後の１９９７年の報告書｢先頭に立つ学校一卓越した協力関係」

(LeadingSchools-partnershipsforexcellence)の別冊で原案が示された。そし

て１９９７年６月２０日までに修正意見を求め、無ければ１９９８年と１９９９年に成案として

実施するとした。つまり、「先頭に立つ学校｣で学校審議会が卓越した協力関係を学校

を基盤とした経営をもとに推進していく方向を示した。’7)報告書「先頭に立つ学校」

自体は1997年２月に州内１０４校を指定して学校を中心とした学校経営を先導的に試

行させた。そしてこれらの学校は同年７月１日より公式にこの計画を取り入れた。州

全体には１９９８年と１９９９年に実施するわけで、現時点ではどのようになされているか

評価することは出来ないが、学校を基盤とした学校経営のために学校審議会を設置す

る方向はできたわけで、従来とは大きく変わることになった。

（２）地方教育行政区の改編

クィーンズランド州の教育行政体制は１９９７年の段階で州内を１１に区分し、４５の学

校支援センターを設置していた｡（因みに同州の地方教育行政体制は1949年に５，１９７３

年に９，１９８５年に１０，１９８８年に１１地域に分割され、地域教育事務所を設置して地域

内の学校に対する教育の保障をしていた。－前掲）ところが、上記の１９９７年の報告書

「先頭に立つ学校一卓越した協力関係」(LeadingSchools-partnershipsforexcell-

ence）により、３６地区(District)に改編され各区に設置される地区事務所（District

Office）が1998年１月から教育事務の取扱いを始めた。’8)これは、従来の１１地域教

育事務所体制では、４５の学校支援センターを設置していたとはいえ、学校支援センタ

ーは「支援」のセンターであって教育行政の権限はもっていなかった。したがって、

各地域教育事務所に設置されていた視学、指導主事が広大な地域にある学校の指導・

管理に当たらざるを得なかった。今回、学校を基盤とした学校経営の導入により、学

校審議会あるいは群学校審議会は学校をベースに学校経営に参加するため、従来より

きめの細かい専門的な援助・支援が可能になった。州の教育省は、地区で先頭に立つ

学校で卓越した協力関係を作るためには、従来以上に学校の地域社会に援助が必要と

考え、３６地区に細分化し、地区教育長が地区内の学校を援助・支援することとしたわ

けで、細分化の背景はここにあるといえる。

細分化された３６地区で地区教育長が担当する学校数を地区毎に分析すると､次のよ

うで､平均37.1校の実態である｡最高は50校(テーブルランド地区)最低は18校(マ
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ウントアイサ地区）であった。

２０校以下21-2526-3031-3536-4041-4546-50校

２区２区１区５区１３区 １１ 区２ 区

（出典)Dept・ｏｆEducation,QLD:LeadingSchoolslnformationKit;1997

地区事務所(DistrictOffice）の役割は生徒に高水準の教育成果を挙げさせる援助

をすることで、カリキュラムサーヴィス、協調関係の樹立、共同サーヴィス、学校経

営の履行が主なものであった。学校審議会が各地で設置されるにつけ、地区事務所の

仕事は多くなってきている。

１９９０年代のクィーンズランド州の地方教育行政は、このように地区事務所が担当区

内の学校に設置される学校審議会を支援･援助する体制で1998年１月より機能し始め

たが、その評価は時期尚早で今後の課題にせざるを得ない。しかし、地方に権限を譲

渡する方向に改編されたことは明らかである。この地区事務所の教育行政に対し、州

教育省は３６地区を３グループに区分し教育事務次官補を配して管轄する体制とした。

1998年６月の州教育省の組織機構で示したが､地方教育行政関係のみを記すと次のよ

うである。

・教育事務次官補一ケアーンズ（Cairns）、トーレス・ストレイト・アイランズ

（KenRogers）（TorresStraitlslands）など１２区

・教育事務次官補一コリンダ(Corinda）、イプスウイッチ(Ipswich）、ロングリー

（FrankRockett）チ(Longreach）など１２区

・教育事務次官補一ベイサイド(Bayside）、エメラルド(Emerald）、グラツド・

（BobNcHugh）ストーン(Gladstone）など１２区

（３）他州との比較検討一ニューサウスウェールズ州の場合

ニユーサウスウェールズ州は、上記したように教育行政改革を最も遅く断行した州

であったが、1995年８月には「覚書一学校教育省の構成と組織」（Nemorandum-The

StructureandOrganisationoftheDepartmentofEducation)を発表したが、州政

府の支出削減への協力と1996-7会計年度での予算調整達成への理解が狙いであった。

その中で教育行政組織に関し、当時の州教育省一地域教育事務所一学校群という三重

体制に対し、州教育省一地区（District）の二重体制を導入した。

地方教育行政組織に関しては、１カ月後の1995年９月に「地区と州教育省の機能の

提案」（ProposedDistrictandStateOfficeFunctions）を発表し、州内を４０地区

に分割し、５カ所に地域教育事務所を設置して一地域教育事務所当たり８地区を地域

教育事務所の教育長が担当する体制とした。'9）１地区当たりの学校数は平均５５校で、
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最多は67校、最少は24校と大きな差があった。これは従来の学校群（Cluster)では

なく、小さな地域(Region)でもないと明記しているが、２０)現実的に地域教育長は約

440校、地区教育長は平均５５校担当ということになり、学校長のあり方が大きく問わ

れる実態である。というのは、州は各学校に学校審議会の設置を奨励しているが、前

記したように、ニューサウスウェールズ州は地域住民により意識の差が大きく、未だ

に学校審議会が設置されていない学校もあるからである。このことは、筆者が面談し

た地域教育長も地区教育長も｢校長の実力の有無がこの体制の維持にかかっている｣と

語っていた。新体制になった２年後の1997年９月で、すでに校長の問題で地区事務所

や￥地域教育事務所に不満が寄せられているという。

クイーンズランド州の新しい地方教育行政体制はニューサウスウェールズ州のそれ

に類似していることが明らかである。出発したばかりの地方教育行政体制が意図通り

に機能するかは今後注視する必要がある。

しかし、最も保守的で保護主義的といわれるクィーンズランド州が、地域住民を学

校経営に参画させ、地域社会が主体的に教育を保障する体制を導入したことは注目す

べきものと考える。今後の展開を注視したい。

３．背景と問題点

クィーンズランド州の新しい地方教育行政体制は、1980年代まで継承された州政府

主導の強力な集権的体制が１９９０年代に地域主体あるいは学校主体のものに変わり､州

政府教育省・地区事務所は支援・援助の性格の教育行政に方向が変わった。その背景

には次の点があげられる。第一は、オーストラリア国民の多様性に合致させる必要が

出てきたことである。百カ国以上からの移民を抱える国が、国として一定の方向に発

展させるには国を構成する国民の声を大切にする必要がある。これが地域社会の人々

に主体的に関わらせる必要性となり、連邦・州政府ともこの方向を導入せざるを得な

かった。第二は、オーストラリアの国際的地位の向上である。オセアニア地域の中心

的国家として国力を今以上に高めるには国民の参加が不可欠であり、一部の為政者が

強力な権力で全体を掌握することが出来なくなったことが考えられる。国民参加の国

家建設が国全体の国力を押し上げる原動力になってきた。第三に、このためには、国

民全体の教育の公正な保障が必要であった。これが広大な州での地域末端（学校）で

の教育施策の必要性を生み、遠隔地の教育、あるいは先住民に対する教育の保障を地

域社会で実施する必要性に迫られた。第四は、クィーンズランド州自体、他の州・区

で積極的になされる教育改革に押されて改革に踏み切ったといえる。ニューサウスウ

エールズ州の例を挙げたが非常に類似しており、その影響を受けているとみるのが妥
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当であろう。国全体の教育指導者が集まるNCEETYAが毎年数回開催され、そこでの情

報交換がなされているわけで、州としてもこの動きを無視することはできなかった。

この結果が1990年代になって大きな改革をもたらせたのである。

とはいえ、クイーンズランド州の改革が円滑に進むには次の問題点が指摘できる。

第一は学校審議会の設置が円滑に進展するかという点である。この州には住民につい

ても州都ブリスベン及び沿岸地域の周辺と内陸部や北部一帯では意識に大きな差があ

る。とくに先住民の多い北部一帯では州政府に必ずしも協力的でない地域がある。こ

れらの地域に学校審議会が意図通りに設置できるかは疑問である。第二は学校を基盤

にした学校経営が可能かである。経営を円滑に進めるためには校長の手腕が問われる

制度である。ニューサウスウエールズ州では施行後数年で前記のような問題が指摘さ

れている。適切な運営が出来る学校経営者が州全体で確保できるのかが、今後の課題

であろう。第三は地域の協力体制である。地域住民の多様化はそのまま複雑な人間関

係を生じ安い。学校現場に権限が地域住民に委譲され、一方校長の権限が大きくなれ

ば、それだけ学校現場に混乱を生じさせる要因を芋むことになる。

これらの問題点をどのように解決できるかが、地方教育行政の課題である。

なお、広大な州の多様性に応えるために、州教育省は種々の教育サーヴィスを提供

しており、地方教育行政当局もこの施策の徹底に努力している。

主な施策を列挙すると次のようなものがある。２'）

・アボリジニー・トーレス海峡島しょ民に対する教育

・主要学習領域の充実

・生徒・学生支援サーヴィス

・教授法と質の高い学習活動の実施

・最新の科学技術を開発するセンターの設立

・遠隔地教育の充実

これら各項目は教育行政の具体的対象として重要であるが、一つ一つが大きな研究の

対象であり、地方教育行政との関連でふれる余裕はない。本稿では地方教育行政組織

構造に焦点を当てて論じたため、これらについては論を改めて考察したい。
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＜論文＞ 豪州ビクトリア州における学校包括予算配分方式

一公平と効率－

佐藤博志

（日本学術振興会特別研究員）

1.研究の目的

１９９３年以降，ビクトリア州では生徒の学習成果向上を目的として自律的学校経営

(SelfbManagingSchool)が導入された。自律的学校経営は教育政策とアカウンタビリ

テイー制度の下，教育課程，人事，財政，設備に関する権限と責任が委譲された学校

経営である’)。１９７０年代中葉以降，各州･直轄区において学校への教育課程権限の委

譲が進められてきたが，人事･財政制度は集権的だった。これに対して自律的学校経営

は裁量を拡大しており,教育課程の編成･実施を教職員編制や予算運営の工夫と連携す

ることを可能にしている。とくに財政面では，各学校は生徒の必要性と学習成果向上

に焦点づけた独自の予算編成が可能である。ビクトリア州では今回の改革において，

行政が使途を指定せずに単位学校に100％の運営裁量を与えた予算，つまり学校包括

予算(SchoolGlobalBudget)を導入した。そして筆者は財政裁量が学校改善にどのよ

うに結びつくのかという問題意識から研究し，１９９７年に論文を発表した2)。

しかし学校包括予算の制度自体，つまり公立学校に対する予算配分方式も重要な研

究課題である。というのも予算配分方式が的確でないと，学校の必要性に対応した予

算が配分されなかったり，政府教育財政の赤字を招いたりするからである。１９９０年代

に先進諸国において緊縮財政が進められ，この論点は一層重要になっている。本論は

このような課題意識にもとづいて，学校包括予算配分方式を解明し，公平(fairness）

と効率(efficiency)の視点から，その意義と問題点を論究することを目的とする。

本論で予算配分方式を論究するにあたって，公平と効率という視点を設定する理由

は，これらが学校包括予算の原則に含まれていること３)，研究者の間でも学校予算配

分方式の原則として概ね見解が一致していることである４)。概念の定義は次の通りで

ある。

公平とは生徒と学校の必要性に対応した予算配分であり，次の三つの性質を持つ5)。

第一に，生徒の学習困難の程度に対応した予算を配分する。例えば障害児など学習困

難の程度が高い生徒が多い学校に多くの追加予算を配分する。第二に，単位学校固有

の費用に対応した予算を配分する。例えば小規模校と大規模校では，後者に多くの予

算を配分する。第三に，同一の必要性を持つ学校に対して同一の予算を配分する。
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効率とは学校の対費用効果を高める予算配分である６)。いいかえれば，できるだけ

少ない予算で生徒の学習成果向上を誘導することである。例えば生徒の学習成果を向

上するための計画に対して予算を重点配分することがあげられる。これは財政支出の

削減という州政府の方針と生徒の学習成果向上という教育政策の目的を反映している。

最終的には公平と効率の位置関係も問われるだろう。以下では，学校包括予算配分

方式を検討し，結論で公平と効率の視点からその意義と問題点を論究する。

2.学校包括予算の原則と基本的構成

１９９６年，教育制度委員会(EducationCommittee)は『ビクトリア州の学校包括予算，

最終答申』（TheSchoolGlobalBudgetinVictoria,FinalReport)を教育大臣に提出し

た。答申は学校包括予算の原則として，教育最重視，効果，効率，公平，透明性，補

助，アカウンタビリティー，戦略的実施をあげている7)。

教育最重視は教育に対する配慮を最重視した予算配分,効果は学校･授業における生

徒の学習成果向上を促す予算配分，効率は学校の対費用効果を高める予算配分，公平

は生徒と学校の必要性に対応した予算配分を意味する。透明性は予算配分を市民に公

開すること，補助は，学校が管理不可能な費目を学校包括予算から取り除き，行政が

学校に代わって管理･運営することである。アカウンタビリティーは，学校がアカウン

タビリティーを確保するように予算を運営することである。戦略的実施は，行政が予

算配分方式を変更した場合，数年かけて漸進的に実施することである。

教育最重視は学校に対する予算配分の当然の前提であるが，これを原則として確認

している。効率は最小の予算で最大の効果を促す予算配分原則であり，効果の意味を

内包している。にもかかわらず効果が独立している理由は，自律的学校経営の政策目

的が生徒の学習効果向上であることを反映したからであろう。一方，公平も予算配分

原則であるが，他の原則と重複していない。透明性，.補助，戦略的実施は予算配分運

営の技術的原則である｡アカウンタビリティーは学校における予算運営の原則であり，

予算配分の原則ではない。ようするに学校に対する予算配分方式の原則は，教育最重

視を前提条件としながらも，公平と効率が中心的原則であることを指摘できる。

さて学校包括予算は，すべての学校に配分される基本予算(CoreFunding)と特定の

学校に配分される特別予算(OtherFundingElements)に大別できる8)。基本予算は，

管理職･教員給与(Leadershipand'meaching)，職員給与・大規模校費価aching

Support)，清掃･維持費(Premises)，年金･税金費(OnCost)という四つの費目を持って

いる9)。これらは配分方法の観点から，「管理職･教員給与，職員給与･大規模校費，年

金･税金費｣，「清掃･維持費」に類型化できる。前者は在籍生徒数を基礎に配分される
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が，後者は学校規模を基礎に配分される’o)。一方，特別予算は障害児教育費

(Disabilitiesandlmpairments)，特別学習費(StudentswithSpecialLeaming

Needs)，第二言語としての英語費(EnglishasaSecondLanguage，以下ＥＳＬ費と略

す。），遠隔地費(Ruralityandlsolation)，重点計画費(PriorityPrograms)という費目

から構成されている。各予算費目は個別に配分方式を持っている。

公立初等･中等教育予算には学校包括予算以外の費目もある’')。第一に，その他

(Exclusions)という費目である。この費目は前述の補助の原則にもとづいて学校包括

予算から取り除かれ，教育省が使途を指定して管理する。その例は生徒の通学費に対

する補助金や低収入の家庭に対する補助金である。第二に，中央･地方教育行政の運営

にかかる行政(Administration)という費目である。第三に、校地購入費･校舎新築費な

どの資産管理費である。これは教育省が管理運営する。

表ｌに示したように，学校包括予算は公立初等･中等教育予算（資産管理費を除く）

の86.7％をしめている。そのうち基本予算が全体の77.9％であり，中軸的位置にある。

一方，特別予算は割合が少ないが，生徒と学校の必要性に対応した予算を配分し、公

平原則を実現するために大きな役割を持っている。

表１公立初等･中等教育予算支出の費目別割合1995-96会計年度

○学校段階の支出

学校包括予算：基本予算７７．９障害児教育費３．１特別学習費１．２ＥＳＬ費１．４
遠隔地費０．９重点計画費２．３（学校包括予算合計：86.7）

その他：８．０

学校段階の支出合計：９４．７

○学校段階以外の支出

行政：５．３

①ｆＳｃｈｏｏｌＧｌｏｂａｌＢｕｄＥＥ皿gＤｅＤ２出典：DepartmentofEducation."StructureofSchoolGlobalBudget，
1995-96FinancialYear'，,UnpublishedPaper,1996．
注：単位は％･資産管理費を除く。

Victoria：】ｒ~Ⅱ

3.基本予算

(1)管理職･教員給与の配分

管理職･教員給与予算の配分は次の三つの手順をとる。

第一に，管理職･教員給与予算の配分基準として，単位学校の在籍生徒数にもとづい

て管理職･教員数（いわゆるentitlementstaffS）を算出する’2)。小学校は，生徒２１

人につき１人の管理職･教員を算出する。中等学校は，生徒数にかかわらず単位学校

に４人の管理職･教員を認め，さらに生徒１６人につき１人の管理職･教員を算出する。

ただしこの算出にあたっては,各学校の全管理職･教員数(非常勤教員を含む)を100％
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として，管理職･３級教員数は１５％，２級教員数は１５％を上限とする規定がある'3)。

第二に,教育省刊行の『学校包括予算のガイド』(GuidetotheSchoolGlobalBudget）

に示された職階別平均給与を確認する'4)。（表２）校長はＶ級，Ⅳ級，111級，１１級，ＩＩ

ａ級，ＩＩｂ級，教頭はⅢ級，１１級，１級の職階に分かれている。さらに各級は２段階

の号棒に分かれている。一方，教員は1級，２級，３級の職階に分かれており，さら

に１級教員は１２段階の号棒に分かれている。職階別平均給与とは各号棒の各級校長

と教頭個人，各号棒の１級教員個人に対して，それぞれ支払われた年間給与の州平均

であり，これが学校に対する予算配分，いいかえれば学校会計の収入の基本単位にな

る。そして各学校は職階別平均給与にもとづいて，管理職･教員給与の収入と支出を計

算する。これをaveragesin,averagesoutという’5》。ただし２級，３級教員について

は号棒が一つしかないので平均給与ではなく，実際給与が示されおり，各学校は実際

給与にもとづいて収入と支出を計算する。これをactualsin,actualsoutという。

第三に，管理職･教員の職階別平均給与と算出された管理職･教員の職階別人数を掛

算する。その計算結果に，特別昇給･主任手当(PerfbrmanceIncentivesandSpecial

Payments)および１週間以内の管理職･教員休暇費(ReliefFundingFormula)を加算す

る。特別昇給（昇給前と昇給後の給与差額）・主任手当（500ドルから4,000ドルの範

囲）は校長の判断で教育省に申請する。管理職･教員休暇費は，「在籍生徒数にもとづ

く管理職･教員数×7.3（中等学校の場合3.2）×183ドル」という公式で算出する。

ようするに管理職･教員給与予算は，「(校長職階別平均給与×校長数（通常１人)）

＋（教頭職階別平均給与×教頭数）＋（３級教員実際給与×３級教員数）＋（２級教員

実際給与×２級教員数）＋（１級教員職階別平均給与×１級教員数）＋特別昇給･主任

手当十管理職･教員休暇費」という公式で算出される。以下，実例をあげて説明する。

表３は公立Ｌ小学校１９９９年度会計における管理職･教員給与の収入である｡全校生

徒数は509.4人である’6)。まず在籍生徒数にもとづいて管理職･教員数を算出する。

小学校では生徒２１人につき１入の管理職･教員を算出するので，全校生徒509.4人÷

21,つまり24.25人の管理職･教員数となる。Ｌ小学校の場合微調整を経て24.40人

が算出された'7)。校長はⅢ級であるため69,272ドル，教頭は１級であるため57,925

ドルが配分された。３級教員数は前述の上限規定（管理職･３級教員数は１５％，２級教

員数は１５％）にもとづいて２人算出され，53,851×２つまり107,702.00ドルが配分

された。２級教員と１級教員についても同様に算出･配分された。これらの計算結果に

特別昇給･主任手当と管理職･教員休暇費用を加算して,管理職･教員給与の予算配分と

なる。

以上が管理職･教員給与予算配分の手順と実例であるが,次の二点を指摘しておく。
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第一に，学校は予算運営の裁量を持っているので，最終的に収支バランスの赤字が出

ないようにすれば,配分された管理職･教員給与予算にかかわらず,より多くの管理職・

教員を採用できる。学校に対する予算配分は給与などの費目にもとづくが，その費目

は学校における予算編成･運営を拘束しない。第二に，各管理職･教員が受け取る実際

の給与は，職階別平均給与ではない。教育省が各管理職･教員の級･号棒にもとづいて

給与を算出し，個人の銀行口座に振り込む'8)。職階別平均給与は学校会計の帳簿上の

給与配分(notionalsalariesandallowances)なのである。当然，各学校の職階別平均

給与配分合計×全公立学校数は，州教育予算における管理職･１級教員給与の支出合計

と一致する。それゆえ実際の給与支出と職階別平均給与の間に矛盾は生じない。

管理職･教員給与配分の特徴は，職階別平均給与にもとづいて管理職．１級教員給与

の収入と支出を計算するaveragesinaveragesoutにある。この制度は単位学校の管

理職･１級教員の号棒構成を拘束しないので，学校の人事裁量を最大限にする意義を持

つ。しかし特定の学校（名門校・伝統校）に号棒の高い教員が集中して異動せず，号棒

の低い若い教員が経済的に貧しい地域の学校に集中するという問題点も併せ持つ'9)。

この問題点を解決するために，コールドウエルとヒル(Caldwell,ＢＪ.／Hill,ＲＷ）

は，職階別平均給与にもとづいて，管理職･１級教員給与の収入を計算しながらも，実

際給与にもとづいて支出を計算する制度,いわゆるaveragesin,actualsoutを提案し

ている20)。この制度では，号棒の高い１級教員が集中している学校は，収支バランス

の赤字を避けるために，号棒の低い教員の比率を高めなければならない。つまり

averagesin,actualsoutは学校における１級教員の号棒構成のバランスを財政的に誘

導する。しかし号棒の高い１級教員の一部が強制的に異動対象になるため，教員の間

で反対意見が多い。それゆえ現状ではaveragesin,averagesoutが採用されている。

校長Ｖ級79,847

校長Ⅳ級74,367

校長111級69,272

表２職階別平均給与

校長11級63,406

校長IIa級58,261

校長IIb級55,475

教頭Ⅲ級69,272

教頭11級63,406

教頭１級57,925

教員３級53,851

教員２級51,731

教員１級45,400

皿 士加坊ｅＺ９９９ＳｂｈｏｏノＧﾉbba／βu〔Z日程ｔｂｌ９９８,ｐ,６(cｃ哩gＤｅＤａｒｔｍｅｎｔｃ出典：DepartmentofEducation,Gujdb”地ｅＺ９”SbbooﾉＧﾉb6a/Budg“1998,ｐ６(core)．
注：教員３級と２級は平均ではなく実際の給与である。単位は豪ドル。
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出典：LPrimarvSchool,"SchoolGlobalBu(lgetl999'’1999．●

注：単位は豪ドル。

(2)職員給与･大規模校費，清掃･維持費，年金･税金費

職員給与とは，いわゆる事務職員に対する給与予算と大規模校に対する追加予算で

ある２１)。職員給与予算は，小学校の場合「337ドル×在籍生徒数｣，中等学校の場合

「536ドル×在籍生徒数」という公式で算出する22)。ただし生徒数１９９人以下の小規

模小学校，生徒数４９９人以下の小規模中等学校の場合，この公式に教育省が定めた規

模調整数を掛算する。例えば生徒数２０人の小規模中等学校の場合，４０３２を掛算し，

より多くの職員給与を配分する２３)。一方，大規模校費とは初等･中等一貫校，複合キ

ャンパスを持つ学校に対する追加予算である24)。例えば二つのキャンパスを持ち，二

つ目のキャンパスの生徒数が４００人を超える学校に対しては,15.000ドルが追加配分

される２５)。

清掃･維持費とは，清掃業者との契約費や設備維持費，電気･ガス･水道費に対する予

算である26)。清掃費は，小学校･中等学校共通で，「(16.70ドル×日常使用する校舎面

積（平方メートル)）＋（3.45ドル×日常使用しない校舎面積（平方メートル))」と

いう公式で算出する27)。通常，日常使用する校舎面積が全校舎面積の大部分を占める

28)。一方，維持費は運動場維持費(GroundAllowance)が主要なものである29)。それは

「０．１６セント×運動場面積（平方メートル)」という公式で算出される。この他に特

別学校，複合キャンパスを持つ学校に対して設備維持の追加予算が配分される30)。電

気･水道･ガス費は，前年度の支出を基礎に予算配分される３１)。ただし校舎の増改築な

どが実施された場合，学校包括予算とは別に地方教育事務所が予算を調整する。

年金.税金費も学校包括予算に含まれる32)。年金費は「全教員数×4,995ドル」とい

う公式で算出する。税金費は，「((職階別平均給与×職階別管理職･教員数）＋特別昇

給･主任手当）×0.0665」という公式で算出する。
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表３公立Ｌ小学校の１９９９年会計･収入における基本予算一管理職･教員給与一

校長

教頭

員
員

教
教

級
級

３
２

人数

１．００

１．００

２．００

５．００

1５．４０

予算配分基本単位収入

69,27269,272.00

57,92557,925.00

53,851１０７，７０２．００

５１，７３１258,655.00

１級教員15.4045,400699.160.00

特別昇給･主任手当1,30035,46400
管理職･教員休暇費用183 32595.96



4.特別予算

（１）障害児教育費

障害児教育費は，いわゆる障害児が通学する学校に対して配分される予算である33)。

1996年の段階で障害児は１０４００人であり，州内全生徒の1.3％である３４)。生徒の障

害の程度は、教育省が配布する「教育の必要性に関する質問紙」（EducationalNeeds

Questionnaires)に対して父母が書いた回答をもとに６レベルのいずれかに判定され

る。そして学校種別（通常学校(regularschool)に障害児を統合教育しているか，障害

児のみを対象にした特別学校(specialschool)か）に関わらず，表４にもとづいて、生

徒のレベルと人数の観点から障害児教育費が決定･配分される｡障害児教育費は教職員

数の増加，看護婦の採用などに使用されることが期待されるが，「どのように使用する

かは，父母と協議の上，学校が決定する責任を持つ」３５)。

表４障害児教育費

レベル１３．６ ７５レベル３１３，４２０レベル５２３．１７２

レベル ２８ ，５３０レベル４１８．３１６レベル６２８，０６０

出典：DepartmentofEducation,Ｇｕｊｄｂｔｏ幼eZ999Sbhoo/Ｇﾉb6a/Ｂｕ〔ｵg鉱,1998.ｐ２(di)．
注：数値は障害児一人につき配分される予算。単位は豪ドル。

（２）特別学習費

特別学習費は,経済的･家庭的背景などの理由から学習のレデイネスに問題がある生

徒の教育予算である36)。とくに低学力の生徒を対象にした識字向上などに関する各学

校の教育計画を財政的に支援する。特別学習費をどの学校にどの程度配分するかは特

別学習費指標(SLNIndex)にもとづいて決定される。前述の教育制度委員会は８３の公

立学校における７２３３人の生徒の背景と識字力の因果関係を調査し，低学力の要因と

なる背景として次の６要素を抽出した３７)。それらが，貧困（父母が教育助成金

(EducationMaintenanceAllowance）（連邦政府が低収入の家庭に対して交付する｡）

を受け取っている生徒)，転校（年度の初めに編入学した生徒)，アボリジニー（アボ

リジニーの生徒)，家庭で使用する言語(英語以外の言語を家庭で使用している生徒)，

家庭（生徒が両親とともに生活しているか否か)，職業（家計を支える人が失業中，ブ

ルーカラー，ホワイトカラー，専門職のいずれなのか）である。

これらの観点から教育省は，最新の統計資料を活用して，各学校の特別学習費指標

を決定する38)。その枠組が「貧困十転校十アボリジニー＋(家庭で使用する言語×0.5）

＋(家庭×0.5)＋(職業×0.5)」である39)。家庭で使用する言語，家庭，職業の問題に関

わらずに低学力ではない生徒が存在する。だが貧困，転校，アボリジニーは低学力に
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直接結びつくため，これらを重視しているといえよう。最終的には「(特別学習費指標

-0.82）×在籍生徒数×345ドル」という公式で各学校の特別学習費を算出する４０)。

例えば前述のＬ小学校は特別学習費指標が1.3391,在籍生徒数が509.4なので，

（1.339,-0.82）×5094人×345ドル，つまり９,'２２ドルが配分されている。

ただし教育省は連邦政府によって交付された識字教育予算を特別学習費に割り当て

ているため，特別学習予算は連邦政府政策の影響を直接受けている４１)。１９９６年末に

連邦政府は「不利な立場にある学校の教育計画」（DisadvantagedSchoolsProgram）

を廃止し，新たに策定した「識字教育計画」（LiteracyProgram)に統合･縮小した』2)。

そして２０００年まで予算削減を継続する予定である。その結果’１９９７年に特別学習費

は前年度比総額，７０万ドル削減されている。表５は学校包括予算の代表的費目（生徒

一人当りなどの基本単位）の変遷である。校長・教員・職員の給与,清掃費，障害児教

育費，ＥＳＬ費，遠隔地費,重点計画費が増加している一方で，特別学習予算のみが

,997年に，０５ドル削減されている。この結果１９９６年には全州の約４６％の生徒が特

別学習費の対象になっていたが，１９９７年には４０％の生徒が対象になった。２０００年に

は連邦政府予算が一層削減されるため,対象生徒が約３０％に減少すると試算されてい

る４３)。

表５学校包括予算の代表的費目の変遷-1996年度から１９９９年度まで－

1９９６１９９７１９９８１９９９

職階別平均給与（校長111級）63.25167.48364.88969.272

職階別平均給与（１級教員）4000041,98043,70045,400

職員給与(小学校，生徒一人当り）２４３３２０３２７３３７

清掃費(日常使用する校舎面積，15.5015.7516.0516.70

小学校，一平方メートル当り）

障害児教育費（レベル１，生徒一人当り）3,1603,4033,5483.675

特別学習費 （ 生 徒 一 人 当 り ）４５０３４５３４５３４５

ESL費（レベル１，生徒一人当り） 2４１２５０２６１２７０

遠隔地費（遠隔地校費，生徒二人当り）57.5058.3658.5158.93

重点計画費(小学校，英語以外の言語，２５５０７５７５

生徒一人当り）

出典：DepartmentofEducation．Ｇu雄ｔｏ坊ｅＺ９”SGhooノＧﾉbbaノＢｕ〔ｊ9℃吟1996．

DepartmentofEducation・Ｇｕ雄Zひ幼eZ997Sbhooﾉαﾉb6aﾉＢｕ〔１９巴馴997Departmentof
Education，Ｇｕ雄ｔｏ幼ｅＺ９９８Ｓｂ加oﾉαﾉb6ajBu唯鋤l998DepartmentofEducation，
Ｇｕ雄如妨ｅＺ”9SbhooﾉＧﾉb6aﾉＢｕ(１９巴馴998．
注：単位は豪ドル。

（３）ＥＳＬ費，遠隔地費，重点計画費
０

ＥＳＬ費は，家庭で英語以外の言語を使用し，かつオーストラリアの学校に７年未満
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しか在籍していない生徒に対するＥＳＬ教育の予算である４４)。生徒がオーストラリア

の学校に在籍した期間と学年をもとに，７レベルのいずれかに分類される。そして表６

にもとづいて，各レベルの生徒数に応じた予算が学校に配分される。

遠隔地費は小規模遠隔地校費と遠隔地校費が設けられている｡小規模遠隔地校費は，

都市部（メルボルン(Melbourne)，ジローン(Geelong)など）以外の小規模小学校（生

徒数２００人以下)，小規模中等学校（生徒数５００人以下）に対して，生徒数に応じた

予算が配分される』5)。予算は教育省が表７のように定めている。一方，遠隔地校費は，

学校規模にかかわらず，都市部以外の学校に対して，生徒数に応じた予算が配分され

る４６)。その際，教育省はメルボルンからの距離，人口２万人以上の都市からの距離，

最も近隣の学校が上述の小規模遠隔地校であるか否かという三つの観点から教育省は，

各学校の遠隔地指標(LocationlndexScore)を決定する。そして「500ドル＋(遠隔地

指標×生徒数×58.93ドル)」という公式で算出する。

重点計画費は，教育省重点計画と学校重点計画に対する予算の二種類ある。前者は

教育省が策定し，学校を選定して配分する。後者は単位学校が策定し，教育省に認可

されて配分される。各計画は個別の予算額と算出公式を持っている。したがって重点

計画費の配分は学校ごとに異なっている。教育省は重点計画を複数策定する。1999

年度の重点計画は，「芸術」「音楽演奏」「アボリジニー教育者」「英語以外の言語」

「英語以外の言語教員補助者」「理科･技術」「学校改善」「教員研修」「体育」である。

表６ＥＳＬ費

オーストラリアの学校に在籍した期間学年生徒一人当りの予算

レベル1レベル２－７のいずれの条件にも該当しない生徒２７０

レベル２１年以上－３年未満２－６３４８

レベル３１年未満準備－４４３２

レベル４１年未満５‐６５３７

レベル５３年 以上 ７年 未満７－１２７７２

レベル６１年以上３年未満７－１２1.925
レベル７１年未満７－１ ２３，８５６

ＤｔｈｅＺ９９９Ｓ℃hooノＧﾉbba／Ｂｕ嘩犯Ｚｂｌ９９８.ｐ・Ｚ（ＥDｅＤ２出典：DepartmentofE〔lucationGu雄to坊ｅＺ９”SbhooﾉＧﾉb6a/Budg“1998.ｐ,２(esl)．
注：準備とは準備学年(prep)のことである。単位は豪ドル。

表７小規模遠隔地校費一小学校一（抄）

在籍生徒数３１３２３３３４３５
生徒一人当りの予算433.8400.9370.7342.7316.8
合計１３４４８12,83012,232１１６５１11.087

士ｔ、坊ｅＩ９９９ＳｂｈｏｏﾉＧﾉりｂａｊＢｕｄＬ諺ｔｂｌ９９８､1ｺ理gＤｅＤａｒｔｍｅｎｔＣ出典：DepartmentofEducation・Ｇｕｊ士ｔｏ幼eZ999SbhooﾉＧﾉりbajBu吃“1998.ｐ､４(rl)．
注：単位は豪ドル。
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5.結論一学校包括予算配分方式における公平と効率一

最後に，公平と効率の視点から，学校包括予算配分方式の意義と問題点を考察する。

第一に，学校包括予算配分方式は公平を確保しようとしている。まず，特別予算の

障害児教育費，特別学習費，ＥＳＬ費は，生徒の身体的･経済的･言語的背景にもとづく

学習困難の程度に対応した予算を配分している。次に，管理職･教員給与予算，職員給

与･大規模校費，清掃･維持費，年金･税金費，遠隔地費は，単位学校固有の在籍生徒数，

学校規模を基礎に予算を配分している。これらの予算配分は一定の公式にもとづいて

いるので，同一の必要性を持つ学校に対しては同一の予算が配分される。だが，特別

学習費の削減に典型的なように，予算配分方式における規模の問題が残されている。

公平な配分方式は，充分な規模の裏づけを伴って実質化するのではないか。

第二に，学校包括予算配分方式は効率の原則を反映している。特に特別予算の重点

計画費は特定の学校の重点計画の策定と実施を財政的に誘導し，生徒の学習成果の向

上を意図している。そして自律的学校経営の導入によって，州全体の生徒の学習成果

が向上していることは明らかであり』7)，学校予算配分方式がその一翼を担っているこ

とも確かである．'8)。

では，予算配分方式における規模の問題はどうか。1991-92年から1995-96会計年

度までのビクトリア州政府公立初等･中等教育予算の支出（資産管理費を含む総計）は，

２５億５６５４万８０００ドル(1991-92年度)，２６億８８７２万５０００ドル(1992.93年度)，２５

億２２７５万６０００ドル(1993-94年度)，２２億９４９４万ｌＯＯＯドル(1994.95年度)，２４億

8002万９０００ドル(1995-96年度)であり，削減.抑制傾向にある４９)。特別学習費の削

減によって，この傾向が維持されると予想できる。さらに各学校における寄付金への

依存体質がある。州全体の９７％の公立学校は父母に寄付金の納入を期待.要請してお

り，生徒一人当りの年間寄付金は州平均で約７０ドルである５o)。これは学校包括予算

の規模が充分でないためである。つまり政府教育財政支出は抑制･削減されており，効

率が担保されている。

結局，理念的には，学校包括予算配分方式は公平と効率の原則を同時に追求しよう

としている。しかし実体としては規模の問題があり，特別学習費の削減と寄付金への

依存体質に見られるように，効率に重点をおいている。この実体に対して，公平原則

を形骸化するとの批判と州政府財政支出を抑制するためには不可避な措置との見解に

分かれている。筆者は，不利な立場にある生徒の学習を支援する重要性に鑑み，少な

くとも特別学習費の削減を中止し，効率への過度のシフトを避けるべきとの立場を主

張して本論を終えることとする。

［追記］本研究は文部省科学研究費補助金｢オーストラリア学校経営政策の研究－自
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律的学校経営成立のメカニズムの解明一」(平成１０．１１．１２年度)によって実施された。
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＜論文＞オーストラリアにおける成人の学習保障に関する一考察

一ビクトリア州成人コミュニティ教育政策を事例に－

板倉弘子

（千葉大学研究生）

はじめに

オーストラリアでは成人の学習機会を保障する目的で、１９７０年代からコミュニティ

教育政策が実施され、1980年代以降拡大してきている。特にビクトリア州は、他州に

比べて地域での成人教育が広範に展開している。大小さまざまな規模の施設で学習活

動が行われている。地域において展開される教育は、住民の参加しやすい形態であり、

生涯学習として位置づいていると考えられる。

地域に根ざした教育は、さらに次のようなことが期待できると筆者は考える。地域

の住民間の共同学習がより可能になることから、その学習を通して学習参加者に主体

的な態度の形成が促進される、学習者の意見や要望が、プログラムなどに反映されや

すい、学習者と地域の結びつきが強化され、地域への帰属感が学習者自身顕著に実感

できることなどである。

日本では成人教育が生涯学習として受益者負担の形態に移行しつつある現状や、近

年、在住外国人が増加している状況であるにもかかわらず、彼らへの言語支援や生涯

学習への参加機会の保障などに関して、行政の対応が積極的とはいえない。

オーストラリアの成人教育は多様な形態で、成人の学習への参加を促し、支援する

ための施策が積極的に行われている。また、すべてのことに平等・公正に権利を行使

するための制度的保障を確立している点において先駆的な取り組みであるといえる。

従って、この論文では、地域における成人教育が最も発展しているビクトリア州の

成人コミュニティ継続教育に着目する。地域における成人教育の実践を考察し、教育

が成人の生涯学習としてどんな人たちにも開かれ、制度が形式的なものにとどまるこ

となく有効的に行使されているか、ということを成人の学習保障の観点から検討する

ことを目的とする。

現在のオーストラリアにおける成人教育は、政府のシステムなどによって、州によ

って若干異なっている（例えば成人教育の呼称など）ため、この論文ではビクトリア

州に限定して検討した。

コミュニティの定義は、特定の共同生活体ではなく一般的な地域社会とする。
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１．成人教育の意義と目的

(1)成人の学習保障

１９９７年７月にドイツのハンブルグで第５回国際成人教育会議が開催され、「成人の

学習に関するハンブルグ宣言」がだされた。その中から一部を拾ってみる。

「成人教育はその形式にかかわらず、学習の過程全体を意味する（略)。この教育に

よって個々人が能力を発展させ、知識を深め、技術や職業での資格を向上させる」「す

べての人のための基礎教育は、どんな年齢の人であろうとも、個人や集団として潜在

的能力を実現化する機会をもつことを意味する」「人生のあらゆる側面での､完全で、

自由で活発な参加も必要である」「大切なことは､生涯を通した教育への権利の承認が、

権利を行使するために必要な諸条件をつくる施策を伴っているということである｣｡そ

の他に、成人の識字は基本的人権であること、生涯を通した教育権と学習権について、

「それは読み書きの権利であり、質問し分析する権利であり、教育機会に接する権利

であり、個人及び集団の技術と能力を発達させ、生かす権利である」と宣言された。

ここで述べられている「教育権」は国際人権規約の「経済的、社会的及び文化的権利

に関する国際規約」第13条に「教育についてのすべての者の権利」を認めると規定さ

れており世界人権宣言第26条「教育への権利」にも「すべての人は、教育への権利を

有する」！）と規定されている。ここでは「教育権」として概念づけている。「学習権」

は第４回ユネスコ国際成人教育会議で宣言されたものである。また、「ハンブルグ宣

言」で求められた成人教育の発展のための取り組みは「未来へのアジェンダ」２)で詳

細に述べられている。それは、「成人学習の条件と質の改善」「識字や基礎教育の普遍

的権利の保障」「労働に関連した成人教育の保障」とともに「移民，障害をもった人た

ちなどが教育に参加する権利」「ジェンダーの平等と公平｣など教育機会の平等を保障

し、成人の学習を発展させるための公約である。そして公約の中に、非政府組織やコ

ミュニティグループの役割が増大していることを認め、資金の援助の必要性をうたっ

ている。宣言はすべての成人の教育・学習機会が保障され、生涯にわたって個々人の

学びが促進される必要があることが明確にされている。

(2)オーストラリアの成人教育・

オーストラリアの成人教育は中等後教育として位置づけられ､経済社会を担う人材

の養成を中心においた教育政策によって、基礎教育、職業技術教育などを強化する方

向で進められている。それはフォーマルな教育（例えば学校教育）とは異なった目的

を重視する教育として存在している。大学やカレッジの構外教育、８大学（オースト

ラリア国立大学、カーテイン技術大学、グリフィス大学、マッコーリー大学、ロイヤ
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ルメルボルン技術大学、モナッシュ大学、南オーストラリア大学、クィーンズランド

大学）の管轄によるオープン学習3)、またTAFE（TechnicalandFurtherEducation）

専門機関における技術教育訓練、Ｕ3A(UniversitiesoftheThirdAge)は、元気な高

齢者が自助的な組織をつくり、共同で教育サービスを提供し合っている。お互いに知

識や技術を共有することを目的とし、従って講師には学習者がなることもある。その

他労働者のための教育機関などでも成人教育は実施されている。

ニューサウスウェールズ州では、夜間大学において成人教育が実施されており、そ

の歴史は古く1800年代の中期に始まっている。現在は広範なコースがあり、不利な立

場にある、例えば先住民、移民や障害をもつ人などのための特別コースを設置するな

ど、すべての成人のための教育を提供している。また、オーストラリア政府は高等教

育レベルのフルタイム学生の増加を促進する目的で、若年層へ教育援助を行なってい

る。

２．ビクトリア州における成人教育の発展

オーストラリアにおける１８５０年ごろまでの成人教育は､主として職業訓練が中心で

あり、まだその質と魅力は不安定なものであった。２０世紀初頭、成人教育は相対的

に専門レベルで、人文、芸術、科学においてリベラルな非職業的教育であるべきとさ

れていた。第２次世界大戦後、この伝統が弱まったのは次の要因による。リベラルな

研究における内的変化による性質の変化、ボランティア組織の衰退、政府の干渉（財

政援助、成人教育委員会の設置）などであった。

１９３６年メルボルンにおいて、技術教育に関する全国会議が開催され、ここで各州の

教育大臣で構成される「オーストラリア教育審議会」が発足した。1939年に大学拡張

委員会の委員長にバドガー（Badgaer,Ｃ､R）が任命された。彼は８年後の1947年に、

成人教育審議会（CouncilofAdultEducation，以下CAEと略す）を創設し、大学拡

張委員会や労働者教育協会（WorkersEducationalAssociation,WEA)によって遂行さ

れてきた任務のほとんどを引き継いだ4)。

設立当初、バドガーはこれまでの成人教育に見られた理論的な傾向を批判し、学習

者が教育を「楽しみを求めるためのものでよい」と思える場の提供が大切と考えた。

また、政府から援助を受けても、成人教育は管理や統制を受けるべきではない、とい

う考えを持っていた。５)現在CAEは州最大の成人教育機関となり、成人教育を通して

州の人々の生活の向上を目指すことにとどまらず、成人コミュニティ継続教育を提供

する他の中小の教育機関を支援しながら共に機能している。

成人教育はＴＡＦＥ（ビクトリア州では1997-8年度からTrainingandFurther

－３５‐



Educationの略となっている）専門機関、その他労働者のための教育機関などでも実

施されているが、ビクトリア州では400以上ものコミュニティセンターや近隣ハウス

（NeighbourhoodHouses）において、成人コミュニティ継続教育として発展している

ことが特徴的である。資格認定のためのプログラム、高等教育準備や職業教育・訓練

のプログラムなども、趣味的な一般教養、第２言語としての英語教育プログラムとと

もに準備されており、地域のすべての人々に開かれたシステムであるといえる。多文

化社会のもとに社会的弱者が不利益を被ることなく、学習参加をはじめ、すべてのこ

とに平等・公正に権利を行使するための制度的保障を確立していくうえで先駆的な取

り組みであるといえよう。

３．ビクトリア州の成人教育政策

(1)成人コミュニテイ継続教育の概要

ビクトリア州の成人コミュニティ継続教育(Adult，ComunityandFurther

Education、以下ＡＣＦＥと略す）は、ビクトリアの成人に生涯学習へ参加する機会を提

供している。生涯学習は個人的、またはコミュニティの一員としての彼らに、社会・

文化・経済的発展を与えると考えられる。ＡCFEはビクトリアのコミュニティすべてに

おける知識や経験、そして地方の意思決定の重要性を明確に理解する、ということに

焦点をあて発展してきたシステムである。教育と訓練におけるリーダーシップや革新

を通して、ＡCFEはビクトリアのコミュニティの発展と、国内外での振興をもたらした。

ACFEプログラムの価値は、個人的にも企業内においても有効である点において、人々

の多様な生涯学習要求に合っており、社会経済と文化的生活を与えるものといわれて

いる。

提供する教育は、一般成人教育（美術、工芸、保健、歴史、言語、文学、哲学、政

治、科学など)、成人識字(literacy)基礎教育、ビクトリア学力証明、職業教育・訓練、

第２言語としての英語(EnglishasaSecondLanguage，以下ＥＳＬと略す）などである。

これらはコミュニティに基盤を置く提供機関(provider)､CAE､成人多文化教育サービ

ス（AdultMulticulturalEducationServices，以下ANESと略す、前成人移民教育サ

ービス)、ＴＡＦＥ専門機関などのほか民間の提供機関で実施されている。成人教育提供

機関のほとんどは規模も小さく、都市以外の成人学習センター、その地域に基盤をお

く成人教育提供機関や近隣ハウスなどである。1962年にＣＡＥの支援によって、都市圏

外最初の学習センターがワンガラッタ（Wangaratta）に設立された。

(2)州政府の役割と援助

成人コミュニティ継続教育局（Adult，ＣＯmunityandFurtherEducationBoard，
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鱒唖

以下ＡＣFEBと略す）は1992年にACFEの発展を支援する目的でビクトリア州に設立さ

れた。成人の学習要求に、ＴＡＦＥカレッジと同レベルの内容を保証するために、ＡCFE

提供機関との連携を促進することに焦点を当てており、ＡCFE関連の政策の中で、資源

の開発やプログラムなどへの助言とともに、助成金の管理、教育を促進し支援する計

画や政策を行なっている。州訓練局（StateTrainingBoard、STB）と共に機能して

おり、コミュニティの各機関においてＡCFEの監督､提供のすべてを計画することに責

任をもっている。

(3)成人コミュニティ継続教育地域審議会

州を９地域に分け、各地域に成人コミュニティ継続教育地域審議会（以下地域審議

会と略す）が設置され、ネットワーク化されている。ここではACFEに関して、成人教

育要求と成人教育供給を評価することに関する専門的な知識と、地域に依存する知識

の異なった捉え方を、考え合わせながら活動している。１地域には３５～９０のＡＣＦＥの

提供機関が存在する。

図１：ビクトリアの９地域

セントラル・ウエスタン・メトロボリタン（CentralWesternHetropolitan）

垂jH秘J輔
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唖
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（出典：Ａ(iult，ＣＯ皿unityandFurtherEducationBoard，４ｍ“ノガepof．ｔノ”6-9Ｚ，1997,ｐ､57．）

地域審議会の目的は、成人教育の学習者と提供機関(provider)の関心事、意見や要

望を聞くこと、コミュニティに基盤をおく成人教育の重要性をとなえることである。

独立した自主的な地方管理委員会によって組織された非営利団体（NPO）であり、管理

運営の供給者、近隣ハウス、成人学習センター、成人教育運動を保証する政府援助を

受けた多様なコミュニティグループなどが含まれる。９地域では個々に運営する目

標・達成（業績）を設定している。

バーウオン・サウス・ウエスタン(BarwonSouthWestern)地域の1996-98年度の達

成目標は､①成人の教育機会の拡大②ACFE参加者への支援③成人学習者への教育
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的開発の支援④プログラム、サービスの質の改善⑤協力、協調、ネットワークの

促進⑥ACFEの促進6)となっている。これらの目標から、地域住民の学習機会を促進

させる意図がうかがえる。

ＡCFEは地域の大小さまざまな機関において開かれているが､地域のすべての成人に

学習機会が保障されているのだろうか。また学習者はどのようなことをコミュニティ

教育に求めているのであろうか。1970年代初頭に開設され､２０年間に急進的に発展し

た近隣ハウス（NeighbourhoodHouses)におけるＡCFEに着目し、その成立過程、特

徴や目的、学習内容や成果などを考察する。

４．近隣ハウスにおける教育活動の現状

(1)近隣ハウスの歴史的背景

近隣ハウスは1973年にコミュニティハウス､コミュニティ学習センターとともにビ

クトリア州に設立された。これらは地域に根ざした規模の比較的小さい教育の場であ

り、スタッフの不足はボランティアによって補われていた。政府からの助成金が増え、

それと引き替えに義務として、機能的に、より形式的に、事務的に運営することを要

求されるようになった｡公的な助成を受けると管理される傾向になることは否めない。

コミュニティハウスは女性が家事から解放される時間をもつ必要性をとなえ、無給ボ

ランティアによる子どもの保育を支援しながら活動していた。1976年、メルボルン都

心部には１２のハウスが存在し､その１つであるヴァーモント・サウス(VermontSouth）

コミュニティハウスでの主なテーマは、「力づけ(empowerment)」であった。テーマか

らその時代の社会的背景がみえてくる。地域社会の課題に取り組む姿勢はいつも求め

られることであろう。

1979年に近隣学習センター協会（AssociationofNeighbourhoodLearningCentre）

が設立されたのを機に、成人のコミュニティ教育が脚光を浴び始めたのか、８０年代に

入るとCAEが多くのコミュニティグループを法人組織にするために働いた。

1986年には全国の近隣ハウス機関間の国内連けい(link)が設立されことは、ハウス

の拡大、成人の学習参加要求の高まりを感じさせた。

1988年、継続教育地域審議会が設立され、保育規定の紹介と登録が要求された。多

くのハウスは保育担当者の登録及び、保育担当者を含むスタッフに法定最低賃金の支

払いを始めた。成人学習のための支援を基本としているので、休憩への助成は許可さ

れなかった。1991年には約300の近隣ハウスが州内につくられ、ビクトリア地域サー

ビスは１９０の近隣ハウスへA$390万の予算から助成した。

1996年に国内連けい(link)は「近隣ハウスと学習センターの国内連けい(link)の共
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同体」と改名し、目的は①国の情報を州、地域や地方団体とともに共有すること、②

近隣ハウスや学習センターに代わって､陳情できるような圧力グループをつくること、

③近隣ハウスや学習センターに示したように国の政策を、地域の発展と成人学習に展

開させること､④近隣ハウスと学習センターに対する皆の興味の論点を引き出すこと、

⑤近隣ハウスと学習センターの間に、国内情報ネットワークを提供すること、⑥新し

い近隣ハウスと学習センター設立を指揮すること、⑦他の組織との連けい(link)を援

助すること、⑧関連した政府政策を監視すること、⑨近隣ハウスと学習センターの発

展に関して戦略をたてること↑)、と明確にした。

「近隣ハウスと学習センターの国内連けい(link)の共同体」の活動が拡大していく

ことは、地域において成人の学習要求が高まっていく気配を感じる。ここで地域の教

育機関である近隣ハウスの活動を中心に、地域の教育をみていくことにしよう。

(2)近隣ハウスの特徴と目的

近隣ハウスの最も独特な特徴は、運営のための実用的な経験、地域の知識や成人学

習の価値に理解がある地域の人たちによって、すべて運営されていることである。従

って、ハウス独自のプログラムは、地域もしくは学習者の要望に合わせたものか、そ

の地域のハウスにふさわしいと運営スタッフが判断したものと推察できる。地域に密

着した学習環境と、学習者により密着したプログラムの提供によって、学習者個々人

が目標を達成することを励ますところにその使命があるといえる。

目的は、学習者がハウスでの学習活動を通して身につけたことを生かして、地域を

形成していくことを支持すること、またそれにふさわしい学習内容を提供すること、

としている。これらは個々人が地域社会の一員として、社会に主体的に参加し自ら社

会をつくっていく力づけ(empowerment)を意図していると考えてもよい。

近隣ハウスは一般的に提供されるプログラムの質にもまして、管理レベルが高いと

いわれている。そこでは、すべてのカリキュラムは一様に検討され評価される。運営

の改善、カリキュラム開発の管理、チュータ支援を継続するため高レベルでの対応が

約束されている。

地域発展と地域住民に学習機会を与えるために、近隣ハウスは州政府の助成を受け

るとともに、地域の発展のためにビクトリア地域サービスから、教育的活動のために

ACFEBから助成を受けている。また連邦政府のリカレント対策、訓練や成人識字

(literacy)関連、州労働サービス関連などからも助成され、それらは地域審議会で管

理している。各近隣ハウスなどへ配分される額は、提供プログラムの内容や提供機関

(provider)の規模によって異なっているが、Ａ$500～A$３０万8)のようである。近隣ハ

ウスが地域へ提供している多大なプログラムや支援にもかかわらず、政府助成は改善
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されていないと近隣ハウス側では感じている。活動には強力なボランティアの存在も

あり、学習参加者からの登録料は低く押さえられている。少ない予算で機能しなけれ

ばならず、無給のボランティアに頼らなければ活動できない状態である。ボランティ

アは識字(literacy)のチュータや近隣ハウスの学習スタッフとしてプログラムに参

加している。ボランティアの９０%は女性であり、彼女たちは学習者とかかわることで、

自らも学習し、共同学習を通して成長しているのである9)。

(3)教育プログラム

地域に基盤をおく提供機関(provider)が実施しているプログラムは、前述したよう

に、一般成人教育（美術、工芸、保健、歴史、言語、文学、哲学、政治、科学など）

と、成人のための５つのプログラムとして、成人識字(literacy)基礎教育、ビクトリ

ア学力証明、職業教育・訓練、ＥＳＬ（第２言語としての英語教育)、一般準備教育など

がある。プログラムの内容は各ハウスによって異なり、それがハウスの特徴にもなっ

ているといえる。いくつかの近隣ハウスでは、福祉、障害者、家庭内暴力、成人教育、

多文化、特に高齢者グループの余暇などに焦点をあてている。

ナレ(Narre)コミュニティ学習センターには、地方ビジネス・企業のためのコンピュ

ータを利用した図形作成、産業との連携プログラムとしてのセールスの技術、訓練士

のための訓練やリーダーシップ、など多様なコースが準備されている。これは職業教

育プログラムとして仕事を探しているか、失業中の成人への対応と考えてよい．成人

識字(literacy)基礎教育のコースも、読み・書き・計算の技術を向上させたいと望ん

でいる英語を第１言語とする人のために準備されている'0)。

バーンリー(Bumly)近隣ハウスセンターでは、特別コースとして「洋裁の基礎コー

ス」が７週間（月曜、１３:00-15:00、登録料A$21)、「子供の庭いじりコース｣、「台所

でのガーデニング」などがある。子供の保育は１回A$1０（3時間）である'')。

クロタ・コテージ(ClotaCottage）のＥＳＬプログラムは、少人数制で初心者から上

級者まで受け入れており、１期間A$１５からである。保育もあり小さな子どもがいる女

性などが利用しやすいといえる。コースは午前、午後ともに多いが夜間は週に１回の

みである１２)。仕事をもっている人々に夜間のコースが少ないことは致命的であり、今

後改善されなければならない。

カールトン(Carlton）近隣ハウスの成人識字(literacy)基礎教育プログラムの参加

登録料は、１週間あたり１授業A$１，２授業以上はA$２と低くおさえられている。事情

によって基礎教育を受けられなかった人たちが、学びやすいように設定されているこ

とは評価できる。他に絵画、紙細工、対話の方法、音楽、ヨガなどがある。さらに休

養、クリーニングの方法、家の修理といったものまで広範なコースが揃っている。興
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味深いものに、女性のための自己防御コースがある'3)。

(4)教育の成果

毎年、ＡCFEには１２人に１人の成人が参加し、その数は増加してきている。自らの

意志で成人学習に参加するのは、そのことが個々人にとって非常に重要な意味をもつ

からであろう。女性が参加者の３分の２を占めていることは、コミュニティの教育提

供機関における学習に満足を感じているか、昼間のコースが多いことに関係している

のではないかと思われる。また、参加者の背景は英語圏出身者が全体の８３%、残り１７％

が非英語圏出身者となっている。すべての人に開かれている学習形態というものの、

非英語圏出身者は参加できない問題を抱えていると考えられる。

1996年のＣＡＥとコミュニティに基盤をおく提供機関(provider)への登録者数は、約

３４万人で、政府から助成されたのは133,170人である。プログラムごとでは、

職業教育42,965人（32.3%）一般準備教育38,082人（28.6%）

一般成人教育18,350人（13.9%）成人識字基礎教育17,595人（13.2%）

ＥＳＬ13,719人（10.3%）ヴィクトリア学力証明2,279人（1.7%）

となっている。学習目的が、職業訓練や今後の教育のための準備として学ぶ人が多い

ことが推測できる。ＥＳＬ（第２言語としての英語教育）を受ける学習者が少ないのは、

非英語圏出身者が地域の成人教育機関に参加しにくい状況があるのだろうか。ＣＡＥに

限ると、ESLは３番目になる。ＣＡＥは全提供機関(provider)数の２０%を占めており、都

市周辺に学習センターがあるが、残り８０%にあたる提供機関(provider)学習センター

とは条件も異なると思われる。地域ごとの登録者数では、ギプスランド(Gippsland)、

サザン・ウェスタン・ポート(SouthemWestemPort)、ロッドン・カンパスペ・マリ

－(LoddonCampaspeMallee）地域の順に多い'1)。

５．ビクトリア州におけるコミュニティ教育の評価

成人にとって適切な学習を地域の人たちの手で提供していることは、社会の中の変

化に反応したものと考えられる。学習への参加を求めている人たちの参加動機として

考えられることは、これまでの教育を終えた人にとっては、成人教育は付加的な意味

合いが強いかもしれないが、学習機会に不利益を被ってきた人たちは、生活の場であ

る地域で、参加しやすい形態の学習の場の存在は大きな価値がある。学習の権利から

考えても、配慮は後者の人たちにされなければならない。

オーストラリアには成人の中で「機能的識字」’5)の能力をもたない「非機能的識字

者」が120万人ほどいるということである。このうち英語圏生まれが３７万人もおり、

深刻な問題となっている'6)。さらに、移住者の問題もある。新しく到着した移民には、
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「成人移民英語教育プログラム」があるが、言葉を学ぶよりもまず生活のために働か

なければならない、学習形態が適していない、職場での英語教育が保障されていない、

などの理由で資格を失った移住者も多くいる。他方、家庭では英語の必要を感じてい

ない女性移住者もいる’7）ということである。このような移住者のための英語教育は

ESLとして、ＡCFEのプログラムに加えられ近隣ハウスなどで行なわれている。開設時

間は午前、午後の昼間がほとんどで、保育もあり女性の参加者が多い。しかし、夜間

に学べるところが極端に少ないために、昼間仕事を持っている人たちには利用できな

い。従って、土曜日か平日の夜間クラスを開設することが求められる。

ブラウン（Brown，，.）らは「移民問題、例えば英語学習は本質的にはオーストラリ

ア人用の成人教育プログラムとは一致しない。また成人教育の努力目標でもない18)｣、

という見方をしている。ＥＳＬプログラムへの参加状況をみると、多くの地域では参加

者は少ないが、ある地域においては他のプログラムをおいてトップである。多い地域

では、成人識字(literacy)基礎教育プログラムへの参加者も多くなっていた。この地

域は都心部に近く、移住者や教育機会を失っていた人たちが多く居住する地域ではな

いかと考えられる。移住者は仕事を見つけやすい、交通の便のよい都市部に住む傾向

にあるということは、居住者の実態調査から移住者の９２%が都市部に居住しているこ

とが明らかになっている１９)。このような学習を求めている人たちの存在が確認できる

以上､ＡCFEの提供プログラムに移住者用のプログラムを盛り込むことは有効であると

いえる。

学習を通して学習者が変容していく、自分への評価、積極的な態度の形成が実感で

きる､学習の中で討論を経験することによって話をすることに対して積極的になった。

つまらないと思っていた家事の価値を理解した20)、という結果もある。

これらの成果から考えると、学習の知識とともに潜在的な学習も一緒に身につけた

ように思える。筆者は、どんな教育・学習であっても学習者の態度形成に何らかの影

響を与えるものであると理解しているが、地域で実施されるコミュニティ教育では、

より顕著なのかもしれない。

おわりに

本論文では、成人の学習保障に関して、オーストラリア・ビクトリア州の成人コミ

ュニティ継続教育(ACFE)に焦点をあてて検証した。州政府の政策は、コミュニティの

一員としてのビクトリアの成人に、彼らの社会、経済、文化の発展の一助となる生涯

学習へ参加する機会を与えるために、ＡCFEの提供を保障しているというものの、成人

が地域における学習活動を通して、自主的な学びを身につけ、やがて地域社会を自ら
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が創っていくためには､解決しなければならない問題が山積しているように思われた。

地域審議会は、地域の成人教育提供機関と成人学習者の間に立った視点で、学習の機

会を促進する方向で機能していると考えられる。学習の場である近隣ハウスは数とし

ては多いが、規模は大小さまざまである。運営が各ハウスに任されているため、社会

状況に合わせ人々の関心を引きつけ意識を高める内容のプログラムがあるかと思えば、

趣味的なものも設定している。またハウスによって提供されていないプログラムもあ

るが、これはハウスの規模に依存するかもしれない。また政府からの助成金に差があ

り、それが運営上の問題となっているとも考えられる。ボランティアに頼るものの、

プログラムの拡大までは難しいのであろうか。これでは学習者の要望が満たされると

はいえない。地域に学習機会を待つ人たちのために、開設日・時間の設定にできる限

り配慮するとともに､ボランティアの養成も合わせて早急に考えられるべきであろう。

地域の教育力は今後ますます重要性を増し、成人教育の果たす役割は大きく、地域

のコミュニティ教育活動は、どんな条件下にあっても存続していくことに大きな価値

がある。自己実現を可能にし、心からの帰属意識をもつことができるところ、英語、

生涯教育を受けるところ、というように個々人の目的をよりよい形で達成に導くこと

が望める。そのような活動の源を創り出すという役割を、コミュニティ教育は担って

いるといえる。

従って、成人に学習の保障をするということは、学習時間内にとどまらず、時間外

でも学べるように教材や学習機器が完備される必要がある。そして地域に図書館等の

教育施設を充実させるなど、教室内に限らず教室外での学習の保障までを考えた総合

的な施策が、さらに吟味され提供されることが必要不可欠となる。このことは教育提

供者に課せられた課題であり、施策に関しては学習の主体である地域の人々の参画の

もとに進められなければならない。
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AStudyonGuaranteeingLearnmgOpportunitiesfbrAlltheAdultsinAus征alia

-FocusingonAdult,CommunityandFurtherEducatjonmVictoria-

Hirokoltakura田esearcherofEducation,ChibaUniversity）

Australiahasaneffbctiveeducationsystemwhichisofgreatadvantageto

adultswhodesiretofhrthertheireducationor印ecialinterests､Thissystemhas

continuedtobeenextendedsincethel980s・Educationfbradultsis，ｉｎ

particular，developinginthefbrmoftheprograｍｉＩＡｄｕｌｔ，Communityａｎｄ

FurtherEducation(ACFE)'iwithrootsin

Victoria・

Adultsgrowupvialearningactivitieswithtutorsandotherlearnersin

classes・ThispaperfbcusesontheACFEprograminVictoriacommunities､Ｔｈｅ

ｐｕｒｐｏｓｅｏｆｌｈｅｐａｐｅｒｉｓｔｏｍａｋｅｉｔclearwhetherornottheACFEprogram

ensuresVictorianadultslifelong

leamingopportunities・

ACFEprogramshavedevelopedalloverthestatethroughtheactivitiesｏｆ

'INeighborhoodHouses'lfbradultsincommunitjes・Lifblonglearnmg

opportunitiesinACFEprogramsgenerateeducatedempoweredcitizensanda

strongerVictoriacommunitybThemissionofthegovernment，insuch

circumstances,istoleadavigorous

developmentprocessfbrlifblonglearningintheｃｏｍｍｕｎｉｔｙｓｏｔｈｅｍａｎｙ；

includingthedisadvantaged,fbrexample,unemployedpeople,immigrantsand

peoplewithdisabilitiesetc.，canincreasetheirpotentialasindividualsand

workers・

ParticipationfbesfbrthedisadVantage｡，indeed，aregenerallycheaper・

Manyprogramsareprovidedfbradultlearners・ACFEprogramsareestablished

anddevelopedviatheAdult，CommunityandFurtherEducationBoardin

commumties,butitisnotclearwhetherthissystemofTbrsthedisadvantaged

sufficientresourcesto

meettheireducationalneeds

Consequently;ACFEpolicyshouldbefbcusedonthedisadvantaged・The

majorityofdisadvantageshouldbeabletoaccessmostclassesandallclasses

shouldbeoffbredeverydayoftheweek､Thatisthereasonwhythegovemment
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hasdecidedtoincreasethenumberofvolunteerstobeeduca蛇d・

Finall班itisobviousthattheACFEmustensuretheavailabilityoflearnmg

andtrainingopportunitiesfbralladultsinthecommunitymhatisoneissue

whichthegovemmentmustresolveinconjunctionwithcommunities．

､４７‐





＜論文＞オーストラリアにおける日本語教員研修制度に関する考察

一南オーストラリア州の場合一

青木麻衣子

（青山学院大学大学院）

はじめに－本稿の目的と対象

オーストラリアは韓国、中国に次いで、日本語学習人口の多い国である。また、中

等教育段階の生徒全体に占める日本語学習者数の割合は、世界第１位である')。現在、

オーストラリアの日本語学習者数は約３１万人であり2)、これは１９９０年の数字の約５

倍に相当する3)。

このような日本語学習者数の急増を招いた要因について言及した先行研究は、数多

く見受けられる4)。それらの研究に共通に見られる見解は、①移民子弟に対する言語

教育の必要性から、連邦政府が言語教育政策を大きく転換したため、②日本の経済発

展により、日本への関心が高まったため、③1990年代に入り、連邦政府が、言語教育

政策を国家の経済政策の一翼を担うものとして明確に位置付けたためである｡つまり、

オーストラリアの日本語教育の発展は、連邦政府の言語教育政策の展開と大きく関係

している。

しかし、学習者数の急増に伴い、日本語教育の課題も顕在化してきた。特に、日本

語教員に関する課題は深刻で、数々 の指摘がなされている5)。例えば、教員の数が不

足しているというのは、以前から指摘されているところである6)。また、教員の言語

運用力に関する自己認識は、他言語の教員に比して日本語教員が一番低いとの報告も

ある7)。今後、日本語教育をさらに発展させるためには、日本語教員に関するこれら

の課題の解決が急務であるといえる。

本稿では、南オーストラリア州を例にとり、州教育省が日本語教員に関する課題に

どのように取り組んでいるのかを考察する。州教育省の取り組みを考察対象とした理

由は、連邦政府の主導で発展を遂げ、課題が顕在化している日本語教育に対し、州教

育省はどのような取り組みをなしているのかを明らかにするためである。オーストラ

リアでは、大学等の高等教育段階は連邦政府の管轄であるが、初等・中等教育段階は

州政府の教育省の管轄である。州政府は連邦政府が発表した言語教育政策をもとに、

州の言語教育政策を策定し、実施している。つまり、州政府の施策が各学校に大きな

影響を与える。そのため、州政府の取り組みを考察することは、①州政府の施策が各

学校に勤務する教員にどのような影響を与えているのか、②州政府が日本語教員に関
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する課題を解決するために、どのように取り組んでいるのかを明らかにする上で意義

があると考える。

そして、州教育省の取り組みの中でも、特に教員研修に絞って考察を進めたい。そ

の理由は、教員研修は、州教育省の業務の中でカリキュラムや教材の作成等と異なり、

州教育省の担当者が、教員と直接に関わりを持つ場だからである。

本稿では、まず、州教育省が実施する日本語教員研修を概観した後、研修の課題を

提示する。つまり、州教育省が実施する日本語教員研修が、日本語教員に関する課題

を解決するためにどのような意味を持ち、その課題は何であるのかを提示することが

本稿の目的である。

しかし、日本語教員に関する課題を解決するためには、研修のみでなく、養成、採

用等に関しても考察する必要がある。また同様に、州教育省の取り組みだけでなく、

大学､Ｂ本語教師会、我が国の国際交流基金や日本財団等の取り組みも考察する必要

がある。紙面の関係上、本稿ではこれらに関しては詳述しない。他稿で改めて考察す

ることとする。

また、南オーストラリア州を研究対象地域として取り上げた理由は、次の２点によ

る。第１に、同州が日本語教員に関する課題にいち早く取り組み、現在もそうした課

題に積極的に取り組んでいる点である。１９６５年、第３回日豪・豪日経済委員会

（BusinessCooperationCommittee）の合同会議が開催された。そこで、オーストラ

リアにおける日本語教員不足から、両国間で教員を互いに派遣し合うという計画が合

意された。１９６６年、この計画に基づき、南オーストラリア州に日本人の教員が派遣さ

れ、中等教育段階で教鞭を執った。また、１９９５年から１９９８年までの「オーストラリ

アの学校におけるアジア言語と研究の国家計画（NationalAsianLanguagesand

StudiesinAustralianSchoolProgram)」の報告書では、南オーストラリア州が実施

した教員研修が一例として、取り上げられている。

第２に、南オーストラリア州の日本語のカリキュラム・オフィサーが、他州とは異

なり日本語母語話者（日本人）であるためである。各州の教育省には、各優先言語8）

ごとにカリキュラム・オフイサーが配置されている。各言語のカリキュラム・オフイ

サーは、州により異なるが、カリキュラムや教材の作成、教員研修の企画と実施等を

主な任務としており､南オーストラリア州を除いてオーストラリア人が担当している。

以上のような理由から、本稿では、南オーストラリア州教育省が実施する日本語教

員研修について考察し、その意味と課題を提示する。なお、本稿でいう日本語教員と

は、初等・中等教育段階で日本語を教授している者を対象としている。
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１．南オーストラリア州における日本語教育

（１）南オーストラリア州政府の英語以外の言語教育に対する施策

１９９６年、南オーストラリア州は、『成果のまとめと基礎の見直し：南オーストラリ

ア州における言語（ConsolidatingGains,RecoveringGround:LanguagesinSouth

Australia)』を発表した。これは、1995年までの１０年間にわたった「英語以外の言

語（LanguagesOtherThanEnglish：LOTE)」教育政策を総括した報告書である。

これにより、過去，０年間で南オーストラリア州のＬＯＴＥを教授する機関数とLOTＥ

学習者数が大幅に拡大したことが明らかにされた9)｡報告書では、それと共に、LOTＥ

教育の今後の課題も提示された。その課題とは、例えば、LOTＥ教育の計画と運用に

関する課題、教員教育（TbacherEducation）の課題等である。

この報告書を受け、１９９８年、南オーストラリア州は、『英語以外の言語政策１９９８

年～2007年（TheLanguageOtherThanEnglishPlanl998~2007)』を発表した。

州政府は、報告書の指摘から、①質の高いLOTＥプログラムに我々の関心と努力を集

中させること、②就学前教育段階から１０年生までのLOTＥ教育を幅広く準備するこ

とを、今後の課題としたｌｏ)。政策の主目標は、「2007年までに、就学前教育段階から

,０年生までのすべての生徒に、少なくとも１つのＬＯＴＥを提供すること」’１）であ

る。そして、州政府は、カリキュラム作成、教員教育等に支援を集中するために、日

本語を含む，０の優先言語を指定した１２)。

LOTＥ学習者数が増加すれば､必然的にそれに見合うLOTＥ教員数が必要となる。

また、政策の重点課題である「質の高いLOTＥ教育」を施すためにも、①教員数を増

やすこと、②教員の資質を高めることが必要である。

州政府は、政策の中で、「学校に対する支援」の一項目として、質の高い教員を増や

すことを掲げている１３)。そして、その方法として、①再研修（Retraining）プログ

ラムの実施、②現職の教員に対し、専門的能力を発展させるための機会を提供するこ

と、③新任教員の募集戦略の開発、④教員教育に携わる者に対する教授基準の開発と

実施を挙げている’4)。

後述するが、教員養成は大学で実施されている。そのため、州教育省が実施する研

修は、現職教員を対象としたものとなる。州教育省が実施する研修には、前掲のよう

に①再研修プログラム、②専門的能力を発展させるための研修の２つがある。前者は、

今までＬOTEを教授したことのない教員、もしくはLOTＥ教員の資格を持っていな

い教員を、LOTＥ教員にするための研修である。これは、LOTＥ教員の数を早急に増

やすことを目的としている。それに対し後者は、LOTＥ教員の言語能力、教授法に関

する知識を高めることを目的としている。また、南オーストラリア大学教授のスカリ
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一ノ女史（MsAngelaScarino）は、研修を実施する理由を次のように述べている。

「LOTＥ政策の変更により、既にLOTＥ教員として教鞭を執っている者に対し、新し

い政策を理解させるための研修が必要である｡」’５）

このように州政府は､政策の中でLOTＥ教員の研修を学校に対する支援の一項目と

して位置づけ、その方法を明示している。

（２）南オーストラリア州における日本語教育の現状

現在、南オーストラリア州で、日本語を教授している機関数は、初等教育段階で９７

機関、中等教育段階で５５機関存在する’６)。また、日本語学習者数は、それぞれ約２

万7,000人（初等)、約8,000人（中等）である17)。

１９９６年に発表された前述の報告書で、同州のＬＯＴＥを教授する機関数、LOTＥ学

習者数の増加が明らかにされたが、中でも日本語学習者数の増加は、他言語のそれに

比して著しい｡具体的には､１９７８年に３７１人だった１２年生の日本語学習者数が､1993

年には4,671人になったことで示される１８)。さらに報告書では、「日本語以外の言語

（LanguagesOtherThanJapanese)」という名称を用い、日本語学習者数の急増を

表現している。

一方、同州の日本語教員数は、初等教育段階で９２人、中等教育段階で９３人である

'９)。この数は、上記に示した日本語学習者数と照らし合わせると、非常に少ない。

そのため、日本語教員数を増加させることは、南オーストラリア州が早急に解決すべ

き課題の１つであるといえる。

（３）南オーストラリア州の日本語教員養成制度の概要

現在、教員養成は大学で実施されている。南オーストラリア州には、南オーストラ

リア大学、アデレード大学、フリンダース大学の３つの大学がある。一般的に、初等

教育段階の日本語教員となるためには、大学で教育学部に在籍し、日本語に関する科

目を履修しなければならない。一方、中等教育段階の日本語教員となるためには、ど

の学部に在籍するにせよ日本語を主専攻もしくは副専攻で履修し、その後、１年間の

教職課程（DiplomainEducation）を修了する必要がある。南オーストラリア大学及

びフリンダース大学では、初等教育段階と中等教育段階で日本語教員になるための資

格を取得するコースを開設している。また、アデレード大学では、中等教育段階の日

本語教員になるための資格を提供している。

しかし一般的な傾向として、日本語を主専攻もしくは副専攻で履修しても、日本語

教員になる学生は少ない。その理由は、日本語ができる学生は、教員よりも労働条件

の良い企業に就職する場合が多いからである。これも、州教育省が、大学の教員養成

以外の手段で日本語教員数を増やすために、苦慮している要因である。
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２．南オーストラリア州における日本語教員研修制度

（１）専門的能力を発展させるための研修

専門的能力を発展させるための研修は、①日本語教員のための日本語コース

（JapaneseCoursefbrmeachersofJapanese)、②言語教授と学習の新しい方向性の

探求（ExploringNewDirectionsinLanguagesTeachingandLearning)、③専門的

能力を発展させるための戦略（'IrainingandProfbssionalDevelopmentStrategies

fbrl999）の３つがある。それぞれの研修を、内容の概略、対象者、目的、研修に対

し州教育省が担う役割、課題について記していく。

①日本語教員のための日本語コース20）

○内容の概略

この研修は、約２週間の日本滞在研修である。参加者は、南オーストラリア州の姉

妹都市である岡山県に滞在する。ホーム・ステイ、学校訪問、観光等が研修の主な内

容である。１９９９年の研修から、この研修は南オーストラリア大学大学院の現職教員を

対象としたコースの一部となった。

○対象者

対象者はすべての日本語教員である。

○目的

・日本語教員の言語能力と文化的知識を高めること。

・南オーストラリア大学大学院が開設するコースを通して、自らの教員資格を高め

ようとしている教員を支援すること。

・姉妹都市関係を増強するため、岡山県の人々との交流を促進すること。

○州教育省の役割

・研修を計画し、同行すること。

・南オーストラリア大学大学院が開設するコースに在籍し、この研修に参加する教

員の一部（５名）に対し、資金的な支援を提供すること。

以上のように、日本語教員のための日本語コースを概観した。この研修の課題を２

点提示する。第１に、日本語教員の言語能力や文化的知識を高めるのに、短期間の日

本滞在研修がどれくらい有効であるのかということが挙げられる。特に、言語能力は

短期間の研修で身につくものではない。

第２は、南オーストラリア大学大学院のコースに在籍していない教員で、この研修

に参加する者を、いかに集めるかということである。これらの参加者には、州教育省

からの資金的な支援はない。州教育省は、教員が、資金的な支援なしでも参加したい

と思うような研修を企画する必要がある。
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②言語教授と学習の新しい方向性の探求２１）

○内容の概略

この研修では、LOTＥ教育全般に関わる内容が教授される。例えば、南オーストラ

リア州における近年の政策の動向、言語獲得過程等が、その内容として挙げられる。

研修は、都市部１箇所、地方２箇所の計３箇所で実施される。研修の期間は、都市部、

地方とも計３０時間である。研修の方法は、都市部と地方で異なるが、いずれの研修

とも、短期間の集中研修である。

○対象者

対象者は、初等・中等教育段階で教鞭を執るすべてのLOTＥ教員である。募集人員

は、各コース４０名である。

○目的

この研修の目的は、LOTＥ教員に次のような場を与えることである。

．ＬOTEに関する最近の動向を探求する場。

．新しい考えを熟考する場。

○州教育省の役割

・研修を計画し実施すること。

・研修にかかる資金的な支援を提供すること。

以上のように、すべてのLOTＥ教員を対象とした研修では、教授できる内容が制限

される。州教育省は、研修に連続性を持たせるために、研修の内容を工夫する必要が

ある。

③専門的能力を発展させるための戦略22）

○内容の概略

この研修は、1999年から開始された。州教育省は、教員に対し、１年間に勤務時間

外で３７．５時間分の研修を受けることを推奨している。この３７．５時間とは、教員の勤

務時間で５日間に相当する。従来、学年の最後の５日間は、生徒が学校に来ないにも

拘らず、教員は学校に勤務しなければならなかった。この研修の実施により、３７．５時

間分の研修をこなした教員は､通常の学年よりも５日間早く休暇をとることができる。

研修の内容は、各教員の意志に任されているが､研修が３７．５時間分の研修の一部と認

められるためには、各学校の校長の承認が必要である。

○対象者

研修の対象者は、州教育省管轄下にある学校または教育機関に勤務するすべての教

職員である。

○目的
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州教育省は、「教職員は、自己の訓練のため、もしくは自己の専門的な能力を発展さ

せるために、研修を受ける義務がある」と述べている。

○州教育省の役割

州教育省は、この研修に対し、資金的な支援はしていない。また、この研修のため

に、特別にコースを設けるようなこともしていない。

この研修の課題は、次の２点にまとめられよう。第１は、研修に拘束性がないこと

である。州教育省は、教員に対し、研修を受けることを推奨してはいるものの、義務

化しているわけではない。また、受講する研修の内容も、各教員の興味関心に任せら

れている。そのため、日本語教員だからといって、必ずしも日本語に関する研修を受

講するとは限らない。そのため州教育省は、研修を徹底させるために、受講する研修

に対し、ある程度の拘束性を持たせるべきであろう。

第２は、各学校の校長により、研修の承認にばらつきが出ることである。この点に

関しても、ある程度の拘束性が必要であると考える。

以上のように、専門的能力を発展させるための研修について、①日本語教員のため

の日本語コース、②言語教授と学習の新しい方向性の探求、③専門的能力を発展させ

るための戦略の側面から考察してきた。これらを通して、州教育省が、様々な研修を

準備していることが明らかにされた。しかしどの研修も、教員の日本語能力や教授法

に関する知識を高めるものではない。これは、州教育省にそれらの知識を教授できる

人材がいないこと、それらの研修を実施する予算がないこと等によると考えられる。

ここに州教育省が自ら研修を実施することの限界があるといえる。

（２）再研修に関する取り組み

州教育省の再研修に対する取り組みは、①再研修プログラム（TheLanguages

RetramingProgram）の計画と実施、②資格取得のためのコース受講に対する奨学金

（ScholarshipinAustraliafbrCertification）の給付の２つがある。それぞれの取り

組みを、上記同様、記していく。

①再研修プログラム２３）

○内容の概略

この研修は、他教科の教員を新しくLOTＥ教員にするための研修である。現在、日

本語を含めた８言語のLOTＥ教員になるための研修が実施されている。日本語に関し、

州教育省は２種類のコースを採用している。双方とも、大学が有する会社により、遠

隔地教育で研修が提供される。但し双方とも、受講者に対し、一定の期間、指定の場

所に赴き、実習を受けることを義務づけている。

○対象者
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研修の対象者は、既に州教育省管轄下の学校で、ＬOTE以外の教科もしくは全教科

（初等教育段階の場合）を教授している教員である。

○目的

この研修の目的は、LOTＥ教員の数を増やすことである。特に、遠隔地や教員配置

の困難な地域にある学校に、LOTＥ教員を増やすことを重点課題としている。

○州教育省の役割

・教員が研修に参加したいという希望を受け、受講者を決定すること。

・受講者に対し、最長３年間の資金的な支援を提供すること。その内容は、例えば、

授業料、教科書代、修了試験の準備のため代理教員を加配するためにかかる費用

等である。

・各コースが要求する実習を代行すること。

・受講者が、コースを修了した際、修了証を発行すること。

州教育省が修了証を発行する理由は、州教育省が考える教員が日本語を教授するた

めに必要な学習期間と、各コースで資格取得にかかる期間が異なるためである。前述

したように、州教育省が教員免許を付与することはできない。そのため、州教育省は、

コース修了者に対し「修了証」を発行する。受講者は既に、州教育省管轄下の学校で

教鞭を執っていることから、州教育省の認める修了証を保持することで、LOTＥ教員

として教鞭を執ることが可能である。

以上のように、再研修プログラムを概観した。この研修は他の機関が提供する教材

等を使用するので、州教育省は、これらの機関と連絡を密にする必要がある。また、

州教育省は、教育省が発行する「修了証」により、LOTＥ教員の資格が２種類以上存

在することになるということも、考慮すべきである。

②資格取得のためのコース受講に対する奨学金の付与24）

○内容の概略

州教育省は、LOTＥ教員の資格を有していない教員に、南オーストラリア大学大学

院が開設するコースの受講にかかる費用を「奨学金」として給付している。コースの

内容は、言語に関するものと教授法である。

○対象者

奨学金を受けることのできる対象者は、LOTＥ教員の資格を有しておらず、次の条

件に該当する教員である。

・言語に関する科目を２年間以上、教授した経験がある者。

・終身雇用もしくは契約雇用の者。

なお、南オーストラリア大学大学院のコースに入学する条件は、大学で少なくとも
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２年間以上、その言語を既習していることである。

○目的

この研修の目的は、LOTＥ教員の資格を有していない、ＬOTEを教授している教員

に、資格取得の機会を提供することである。

○州教育省の役割

・奨学金を給付する受講者の決定。

・奨学金の給付。

この研修の実施から、LOTＥ教員の資格を有していないにも拘らず、学校でＬＯＴＥ

を教えている教員が存在することが窺える。州教育省は、それらの教員に奨学金を給

付することで、彼らの資格を高めようとしている。しかし資格以前に、州教育省はこ

のような現状を受け止め、教員の日本語能力や教授法に関する知識を高めるような研

修を実施すべきであるといえる。

以上のことから、再研修全体に共通する特徴は、州教育省が独自に実施できる研修

ではないということである。これは､①州教育省は教員免許等の資格を付与できない、

②州教育省は、このような研修を実施するだけの人的・時間的条件を備えていない等

の理由による。今後、州教育省がいかに研修の提供者である大学等の機関と連携を作

っていくかが課題であろう。

３．日本語教員研修の課題一まとめにかえて

以上のように、南オーストラリア州教育省が実施する日本語教員研修を概観した。

州の言語政策から、州政府は、学校に対する支援の一項目として、教員数の不足や教

員の言語能力が低い等の教員に関する課題を解決するための方法を提示していること

が明らかになった。州教育省は、州政府の施策に従い、上述のような様々な研修を実

施している。それらの目的は、端的にいうと、州政府が発表した言語政策を実現させ

ることである。例えば、質の高いLOTＥ教育を実施するためには、一定の資格を有し

た教員が必要である。また、LOTＥ学習者数が増えれば、必然的にそれに見合う教員

数が必要となる。このように、州教育省が実施する日本語教員研修は、州政府が発表

した言語政策を実現させるために計画、実施されているのである。ここに、州教育省

が日本語教員研修を実施する必要性を見出すことができる。また、日本語教員研修全

体に共通する課題を、２点提示したい。

第１に、州教育省が実施する日本語教員研修は、一時的に日本語教員に関する課題

を解決するための特効薬にすぎないということである。州教育省が実施している専門

的能力を発展させるための研修は、どの研修も、日本語能力や教授法に関する知識を
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高めるために機能しているとは言い難い。また、再研修は、日本語を含めたLOTＥ教

員の数が足りないので、一時的に教員の数を増やすために実施されている。州教育省

が、質の高い教員数を増やすために長期間にわたる研修を計画し、実施することは、

人的・時間的に考えて無理であろう。ならば、大学等の高等教育機関、日本語教師会

等との連携を密にし、研修の計画、実施を委任する必要もあるのではないか。ビクト

リア州は、既に、日本語教員研修を各高等教育機関、企業等に委任している。そのた

め、ビクトリア州教育省が研修に対し担う役割は、教員に対し、研修の日程や内容を

知らせることと研修にかかる資金的な支援が中心となっている。州教育省は研修に対

し、州教育省が果たせる役割の限界を認識した上で、研修を計画する必要があるとい

える。

第２に、州教育省が実施する日本語教員研修には､拘束性がないということである。

研修を受けるか否かを決定するのは、教員自身である。教員自身に問題意識がなけれ

ば、州教育省がいくら研修を計画および実施したところで、研修を実施する意味は薄

い。また、今年から実施されている３７．５時間分の研修に関しては、教員が各自で研修

の内容を選択し、受講する。日本語教員だからといって、この研修の時間相当分すべ

てを、日本語能力や教授法に関する知識を高めるための研修を受講するとは限らない。

日本語教員が、今後、この研修の時間内で、どのような研修を受講するのかは、多い

に注目すべきであろう。

なお、教員が研修に対し、どのような考えを持っているのかについては、州教育省

が発表する政策文書のみからでは窺うことができない。そのため、本稿では、州教育

省側からの研修に対する取り組みを考察するに留まった。今後は、教員に対する意識

調査等で、教員の研修に対する姿勢を明らかにしたい。州教育省が研修を実施する意

図と教員の研修に対する考えとを共に考察することで、双方の研修に対する考えや研

修の実態が明らかになると考える。その上ではじめて、州教育省が実施する研修の意

義が問われるべきであろう。また、それとともに、今後は、日本語教員の養成や研修

など、日本語教員を取り巻く環境について考察を進める必要がある。「はじめに」でも

述べた通り、日本語教員に関する課題を解決するためには、日本語教員を取り巻く環

境について考察する必要があると考える。本稿で考察したことは、日本語教員を取り

巻く環境の一側面に過ぎない。そのため、以上に述べたような日本語教員の養成、採

用等について考察を進めることを、研究の今後の課題としたい。

現在、世界各国で日本語教育が実施されている。オーストラリア同様に、国の方針

で日本語教育を実施している国として、韓国、中国、インドネシア等が挙げられる。

これらの国々においても、日本語学習者数の急増が見られるが２５)、また同時に教員
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に関する様々な課題が顕在化している。本稿で提示した日本語教員研修における課題

は、これらの国々の日本語教員研修に対しても共通するものだと考える。
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AstudyofthenrajningSystemsfbrJapaneseLanguageTbachersinAustralia

-FbcusingonSouthAustralia

MaikoAO画(GraduateSchool,AoyamaGakuinUniversity）

ThemampurposeofthispaperistodescribetheTrainingSystemso艶redby

thestategovemmentmSouthAustraliatoJapanese-Languageteachers、

InSouthAustralia,itisclearthatthenumberofstudentswhoarelearning

Japaneseismcreasingmorerapidlythanthenumberofstudentswhoare

learningotherlanguages・Inthesecircumstances，thestategovernmentin

SouthAustraliarecognizedthefactthattheyhavetoincreasethenumberof

Japanese-Languageteachersandtoimprovetheknowledgeandskillsof

Japanese-Languageteachers・

Thegovernmenthasimplementedare-trainingprogramandprofbssional

developmentprogramsfbrJapanese-Languageteachers、Ｔｈｅａｉｍｏｆｔｈｉｓｒｅ‐

trainingprogramisintendedtoincreasethenumberofJapanese-Language

teachersbymeansofre-位ainingteachersofothersubjectstoteachJapanese‐

Language､Theaimoftheprofbssionaldevelopmentprogramsistoimprovethe

knowledgeandskillsofJapanese-Languageteachers・

Bothoftheseprogramsarebeingimplementedtomeettheneedsofthestate

governmenttofUrtherexpandJapanese-Languageeducation．ＴWoissuesare

facingtheseprograms・First，ｔｈｅｌｉｍｉｔｓｉｍｐｏｓｅｄｂｙｔｈｅｓｔａｔｅｇｏｖｅrnment

implementtheprogramsitselfThisnecessitatesthestategovemmentto

cooperatewithotherinstitutionssuchasuniversitiesortheassociationof

Japanese-Languageteachers・Second,theseprogramsarenotcompulsoryfbr

teachers・Ifteachersdonotfeelitnecessarytoimprovetheirskills,ｔｈｅｙｄｏｎｏｔ

havetoparticipateintheseprograms

lnmostcountries，thenumberofstudentswhoarelearningJapaneseis

increasing､Theaboveissuesshouldbereviewedinthelightofneedstoexpand

Japanese-Languageprograms．
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＜研究ノート＞

ニュージーランド教育研究の視点

-1990年代後半にみられる教育改革の動向から－

福本みちよ

（国立教育研究所研究協力者）

はじめに

年々、オセアニア地域を対象とした教育研究が盛んになりつつある。特に、オース

トラリア教育に関する研究テーマは実に多岐にわたり、学会等でも多彩な研究実績が

報告されている。一方で、ニュージーランドを対象とした教育研究はいまだ未開拓部

分が多い。もちろん、これまでもいくつかの研究論文等')が発表されているが、その

多くが「ピコット報告」にもとづく１９９０年前後の教育制度改革関連のものであり、体

系的な研究実績は蓄積されていないのが現状である。

そこで本稿では、これまでの先行研究で中心テーマとされてきた「ピコット報告」

を中心とする1980年代後半の教育改革のねらいを概観した上で、主として１９９０年代

後半の教育改革の動向から、ニュージーランド教育研究の新たな視点を探ること試み

たい。

11980年代後半の教育改革のねらい

１９８０年代後半の教育改革の基盤となった「ピコット報告」（A血加ste血gfbr

EXce〃el1ce)では、その冒頭部分で「効果的な行政システムは、可能な限り単純である

べきであり、政策決定は可能な限り現場に近いところでなされるべきである｡」と述べ

られている2)。この理念は、それまでの公教育制度を大きく変化させ、中央段階にお

いては教育省を改組し部門によってはエージェンシー化を図ることにより、それまで

教育省に集中していた権限を大幅に縮小した。さらに地方段階においては、１００年以

上続いた教育委員会制度が全面的に廃止され、代わって学校段階へ大幅な権限が委譲

された。学校段階へ委譲された権限は、父母や地域の学校の教育活動への参加の核と

して設置された「学校理事会」（BoardofTrustees、以下BOT）が担うこととなった。

BOTは、全初等中等学校に設置された生徒の父母代表を中心とする組織であり、各学

校の経営に対し中心的な役割を果たしている。ＢＯＴは学校の単なる支援組織ではなく、

教育省との連絡をはじめとして学校の人事や予算の立案・運用にまでわたる大幅な権

限と責任を有する、学校経営の鍵的組織として位置づけられている。
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さらにこの教育改革では、学校やBOTのアカウンタビリティの確保が重視され、教

育省から独立した学校評価を専門に行う｢教育機関評価局」（EducationReviewOffice，

以下ERO）が設置され、学校による自己評価に加え、外部機関による学校評価制度が

導入された。

このように、１９８０年代後半の教育改革により、学校の教育活動への父母や地域によ

る教育参加の方途が確保され、消費者としての国民のニーズにもとづくサービスの提

供が目指された。さらには、投資に見合った教育成果と学校やＢＯＴのアカウンタビリ

ティの明確化が図られた。こうして、ＢＯＴとＥＲＯを両輪とする自律的学校経営システ

ムが確立されたのである。

ニュージーランド国内での研究動向をみても3)、やはり改革の意図や成果、改革が

もたらした影響等に関する論文は非常に多い。ＢＯＴによる自律的学校経営システムや

教育評価に関する教育省の委託研究プロジェクトも盛んに行われている。

21990年代後半の教育改革の動向

（１）政策文書等にみる教育政策の重点課題

「ピコット報告」にもとづく教育改革は、「1989年教育法」の制定により具現化さ

れていった｡この改革の中心に立ったのが､当時首相兼教育大臣であったロンギ(David

Lange)であったが、１９９０年代の教育政策は1990年１１月に教育大臣に就任したスミス

(LockwoodSmith)、および1996年３月に大臣となったクリーチ(WyattCreech)のもと

で展開された4)。

「ピコット報告」に示された改革方針が一定の定着をみたあと、続く新たな教育改

革の動きを象徴するのが、１９９７年から１９９８年にかけて連続して出された４つの政策

試案文書(GreenPaper)である。

１９９７年６月に出された教育省の政策文書(EbhIcati”Ｉ”7-19卯ｆＧｂｖｅｍ"eJTt

StI?ategy)では、1997年から1999年までの３年間の政策課題として、①全国資格制度

(NationalQualification)の枠組みの見直し、②教師教育の見直し、③高等教育の見

直し、④全国教育評価政策、⑤EROの見直し、⑥教育法の見直し、を掲げた。そして、

この政策課題を推進するため、以下のような流れで政策試案文書および調査報告書が

次々に出された。

１９９７年６月教育省「ニュージーランドにおける今後の資格政策」（Ａ肋tuFe

0UaIificati”ｓＰｂ〃cyfbIWeIyZeaﾉand：Ａ〃anfbI，幼ｅﾉVati”aI9zJa〃ficati”ｓ

′、"e”雄一GreenPaper-）

1997年９月教育省「ニュージーランドにおける今後の高等教育政策」(Ａ肋ture
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mertia〃EWtJcati”ん〃ｑｙ允1,ﾉVbIyZeaﾉaJ1d：姥I､tia”EUhIcati”〃e”e〃－Green

Paper-）

１９９７年１０月教育省「質の高い学習活動のための質の高い教師」（Quality

化ache1,ｓわI，Qua〃〃Leaming：AHeviewof化acﾉｩeI,〃hJcati”－GreenPaper-）

1997年１２月調査チーム「教育における外部評価サービスに関する調査報告書」

(NargaretAustin，ApryllParata-Blane，WayneEdwards，ＡＣﾉｩievingEXce〃e"ｃｅｆＡ

"eviewOf坊eEUUcation隊ｔｅｍａＪＥ”juat加先”ices）

1998年５月教育省｢初等学校における成功のための教育評価」(Assess"印tfbI，

SUccessinPr血a〃SChooIs-GreenPaper-）

このうち、高等教育政策に関しては1999年５月に教育白書「ニュージーランドにお

ける高等教育：２１世紀に向けての政策展望」（たI,tia〃ＥけhJcat伽ｉｎﾉVbIyZeaIaJ1d：

Ｐｂ〃”〃かecti叩ｓｆｂＩ,幼e2IstCentuIy)が出され、今後の政策方針が示された。ま

た、資格制度については１９９９年６月に具体的な政策内容が示され(ﾉVatioI]a１

曲rtjficatemEUhJcat伽ａＭ伽evG"”t)、２００１年からの新たな資格制度の導入が

決定した。

これら一連の政策動向から、現在教育省が重点を置いている政策事項としては、新

資格制度の導入、高等教育改革、教師教育改革、教育評価制度改革を挙げることがで

きる。

（２）官報の特集テーマから

ほぼ隔週で発行される教育省の官報(EducationGazette)は、教育省ニュースの他

に毎号特集テーマや教育情報、校長・教員の公募記事、教育機関の講座案内等を掲載

している。官報の特集テーマをみていくと、最近のニュージーランドの教育事情を垣

間見ることができる。以下、最近の特集テーマを原文のまま挙げてみる（カッコ内は

筆者による補足)。

1999年１月２５日Literacystrategyunderway（新たな識字教育政策）

２月８日Newcurriculumhere（新しい健康・体育教育カリキュラム）

３月１日Interactiveeducationallset（学校での情報・通信技術教育政

策）

３月15日Boundary-breakingproject(太平洋島喚系民族のための支援政策）

３月２９日TechnologyinaMaoricontext（マオリのための科学技術カリユ

ラム）
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４月１９日

５月３日

５月１７日

５月３１日

Schoolsupportoffershelpinghand（学校サポートプログラム）

Richnessanddiversity（英語を母語としない児童・生徒の問題）

SpecialEducation2000settlesin（特殊教育政策）

EducationBeyondtheclassroom（野外活動プログラム）

これらのテーマのうち、ここでは次の２点を取り上げたい。

①太平洋島喚系民族に対する教育政策の強化

「ピコット報告」にもとづく教育改革では、マイノリテイーに対する教育保障は重

点事項の一つであった。中でもマオリに対する教育の改善は、急速的な進歩を遂げた。

特にマオリ語による教育活動を提供する学校(TeKohangaReoやKuraKaupapaNaori、

Wananga)が就学前教育段階、初等・中等教育段階、高等教育段階を通じて整備された

ことは、学校選択の観点からもニュージーランド教育の一つの特色になっている。

それが最近の動向として、マオリに続き次の段階として太平洋島喚系民族に対する

教育の整備に力が入れられている。1998年に出された報告書「ニュージーランドにお

ける太平洋島喚系民族に対する教育」（EacificIsjamsPeQpIe，sEwtJcat伽in

Aotea”a：ﾉVeIyZealajTdmo”、1ｓ幼ｅ７肥nty-FiI,ｓｔＣｅ"tuIy)は、1996年１２月に出さ

れた太平洋島喚系民族に対する教育政策の実施過程とその効果を報告している。

今後、さらに太平洋島喚系民族に対する教育政策が推進されると思われるが、この

政策が先行したマオリに対する教育政策と同様な方針がとられるのか否か、またどの

程度改善が実施され制度として定着していくのかは、マイノリテイーに対する教育保

障の観点から今後特に注目すべき課題であるといえよう。

②学校サポートプログラムの展開

先に述べたように、父母代表といういわゆる素人を中心とするＢＯＴを核とする自律

的学校経営システムにおいて、その円滑な職責の遂行のためには外部からの専門的な

サポートが不可欠であるのが現状である。例えば教育省は、「教育開発計画」

（EducationDevelopmentlnitiative）などの地域重点型のサポートプログラムを実

施しているが、その他様々な関連機関5)がサポートプログラムを提供している。

その中で、現在中心的役割を果たしているのが「学校サポートプロジェクト」

（SchoolsSupportProject、以下SSP）である。これは、教育省が調整役となり全国

学校理事会協会（NewZealandSchoolTrusteesAssociation）をはじめとする九つの

関連機関がネットワーク（SafetyNet）を作り、個々 の学校において問題が起こった

ときにその内容にあわせて適切なサポートを提供するプロジェクトである。1994年に

始まったＳＳＰの最大の特徴は、個々の学校の状況に応じた個別のサポートを提供する
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ことにあり、年々規模は拡大されつつある（毎年約200校がそのサポートを受けてい

る)。

ＳＳＰを推進する上では、サービスの提供者側が「どの学校がどのようなサポートを

必要としているのか」をいち早く発見することが重要となる。ＳＳＰに対して直接学校

がサポートを要請する場合もあるが、ＥＲＯによる学校評価にもとづきサポートを提供

する学校が決められることも多い。いずれの場合も、SafetyＮｅｔの機関と学校とが

改善を必要とする問題について話し合いを行い、サポートプログラムの具体的な実施

計画が立てられる。

今後もこうした個別的なサポートプログラムの需要は増加していくと思われ、教育

省も教育政策の優先事項として財政的にも力点を置いている。これまでの教育政策や

研究面においては、ＢＯＴとＥＲＯを両輪とする自律的学校経営システムをいかに円滑に

展開していくかが焦点とされていたが、今後このシステムを支える上で「サポート」

という側面が不可欠な要素となっていくことは確実であろう。

おわりに

概略的ではあるが、1990年代後半の教育改革の動向を中心に、ニュージーランド教

育研究の新たな視点をいくつか指摘してみた。ただし、これらは初等・中等教育段階

を中心としており、就学前教育段階や高等教育段階、その他職業教育分野などにまで

視野が及ばず、不十分な点が多いことは否めない。今後、諸氏からのご指導を賜りた

い。

また、最後に付録としてニュージーランド教育研究の基本資料のリストを挙げた。

本稿が、ニュージーランド教育研究の今後の発展の一助となれば幸いである。

〔注〕

1)付録（４）参照のこと。

2）TaskforcetoReviewEducatio、Administration，Ａ血加steI,i"gfbrExce〃e"Ｃｅ，

舵〃mgtoll，1988,ｐ・ｘｉ、

3）NinistryofEducation，AjmuajReseaI,chHeportI996・Ｉ卯ZWellington，１９９７

を参照。

4）現在はＮ・スミス(NickSmith)が教育大臣を務めている。

5）代表的な機関には、全国学校理事会協会、ニュージーランド教育研究所（New

ZealandEducationlnstitute)、CollegeofEducation付属の学校サポートセン

ター(SchoolSupportServices）などがある。
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【付録：ニュージーランド教育研究のための基本資料】

（１）教育史関連

１）肋eOxfbr,。〃IustrlatedHistDIyofﾉVbwZea伽。(SecondEdition）

（KeithSinclair,Auckland:OxfordUniversityPress，1997）

２）HistoryofStateEUUcat伽ｉｎﾉＶＰ〃恥aIandI840-I9応

（AlanCumming,IanCumming,Wellington:PitmanPUblishingNewZealandLtd,1978）

３）ＥﾛﾛCat伽ｉｎａＳ〃a〃DemOc”qy:ﾉVbwZeaja"。

（IanA,McLaren,London:Routledge＆KeganPaulLtd.，1974）

第１部「教育政策｣、第２部「主要な教育・社会問題｣、第３部「教育課題」から

なる。教育史をふまえつつ、「ピコット報告」以前の教育政策の動きをつかめる。

４）Ｈi9ｶJ勅ｔｓｉｎ鋤にat伽1816-“７

（DepartmentofEducation,Wellington:DepartmentofEducation,1988）

イギリス植民地時代から「ピコット報告」までの教育の流れを概観するには便利。

ただし、年表タイプであるため前後の関連を把握するには不足がある。

（２）教育改革関連

５）肋ｅＣｉ”伽jumRe”e〃

(ＣＯⅡ皿itteetoReviewtheCurriculumforSchools，Wellington：Departmentof

Education，1987）

「ピコット報告」に先立ち出された教育改革文書。

６）AdIWmisteI,ingfbr助ｃｅ〃即Ce：Ｅｆ企cti画ｅｓｓＡ血mistmatia1mEUhJcati”

(TaskforcetoReviewEducationAdministration，Wellington:TaskforcetoReview

EducatiO、Administration，1988）

「ピコット報告」のこと。当然ながら、その後の改革の基礎をなす報告書である。

７）７b"DIT℃"，ｓ”001s：Ｚｈｅｊ?efbm70f鋤Jcat伽Ａ血inistrlat伽、ﾉVb〃恥aIand

（DavidLange,Wellington:GovemmentPrinter，1988）

「ピコット報告」にもとづき出された、初等・中等教育段階に関する教育改革文書

（｢明日の学校｣)。この文書の内容は、「1989年教育法」により具現化された。

８）Beib1℃〃曜膨rlyCMdhoOdCZI1℃ａｎｄ肋“t伽ｉｎﾉVb〃Zea伽。

（DavidLange,Wellington:GovemmentPrinter，1988）

「ピコット報告」にもとづき出された、就学前教育段階に関する教育改革文書。

９）Leamingfbr,Ｌｉｆｂ（:Two）

（PhilGoff,Wellington:GovernmentPrintingOffice,1988(1989)）
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「ピコット報告」にもとづき出された、高等教育段階に関する教育改革文書。

１０）Yb血〆ｓ”ooIs:Ａ膨減eIvof幼ｅ雌“t伽RefbImﾉmPjem印tat伽Ｐｍｃｅｓｓ

(EducationRefomlmplementationProcessReviewTeam，Wellington：Govemment

Printer，1990）

「明日の学校」に示された教育政策の実施過程に関する報告書。

11）舵aI,Our肋ices:〃"aIReportofM,I7itoI,ing7bday，ｓＳ℃hOolsHesearch2r℃Ｊｅｃｔ

（MonitoringTodaysSchools,Hamilton:UniversityofWaikato,1993）

前掲書(10)以降の教育政策の実施過程や諸問題に関する報告書。

12）ＧＷＢｍ"entRefbI切血ﾉVbwZeaIand

（GrahamC・Scott，WashingtonＤＣ：InternationalMonetaryFund，1996）

1980年代に実施された行政・経済改革を中心とする諸改革に関する報告書。教育

改革に限らず、当時のニュージーランド社会全体の動きをつかむことができる。

13）jRefb”ingEﾋﾒﾘCat伽：勉ｅﾉVejvZbaIandEKpeI,iej1cel蝿-1恥

（Graham＆SusanButterworth,ParmerstonNorth:TheDunmorePressLtd.，1997）

「ピコット報告｣から1996年の連立政権前までの教育改革の流れを検証している。

1990年代以降の教育改革の動きを見る上で役に立つ。

（３）教育政策関連

14）ルbving胞ngPts：ＳなEもsa)ＧｏｎＥＵｈＩｃａｔ伽ａＩＰｂｊ岬

（W､Ｌ・Renwick,Wellington:NewZealandCo皿cilforEducationalResearch,1986）

本書の著者は、「ピコット報告｣以前に教育長官を務めた人物である。また巻頭には、

1940年から1960年までの20年間にわたり教育長官を務め、ニュージーランドの教育

行政に大きな影響を与えたＣ､Ｅ・Beebyが35頁にわたる論文を寄せている。多くの研

究論文で参考文献に挙げられる、ニュージーランド教育行政の基本書である。

15）PbjiticaIIssuesmﾉVb〃ZbaIandEUUcat伽

(JohnCodd，RichardHarker，RoyNash，ParmerstonNorth:TheDunmorePressLtd.，

1985）

「経済危機と教育政策｣、「学校教育と文化再生産」など、１７の教育政策課題に関す

る論文集。

16）EUhJcationPMqymﾉVbwZeaIaJ]｡：幼ｅＩ９９りｓａｎｄＢａｙｍｄ

(KayMorrisMatthews,MarkOlssen,ParmerstonNorth:TheDunmorePressLtd.，1997）

前掲書(15)が、「ピコット報告｣以前の教育政策課題に関する論文集であるのに対し、

本書では「ピコット報告」以後の18の教育政策課題を取り上げている。
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（４）日本語による先行研究

１７)松川由紀子「ニュージーランドのマオリと幼児教育」『比較教育学研究』１２号、1986

18)笹森健「ニュージーランドにおける教育行政改革」『教育学研究』５６巻２号、

19)渡辺良「ニュージーランドの教育協力・援助」『アジア・太平洋諸国の国際教育協

力・援助の実態と課題』、1990

20)市川昌「ニュージーランドの成人教育の構造と大学拡張運動」『日本生涯教育学会

年報』１４号、1993

21)荒井文昭「分権化のなかの学校選択と教育参加」『東京都立大学人文学部人文学

報』259,1995

22)福本みちよ「ニュージーランドの教育政策と今後の課題」『季刊教育法』106号､1996

23)笠間弘美「ニュージーランドの教育改革にみる先住民族マオリ政策」『季刊教育法』

109号、1997

24)福本みちよ「ニュージーランドにおける学校理事会に関する考察」『比較教育学研

究』２３号、1997

25)福本みちよ「ニュージーランドにおける外部評価機関による学校評価」『学校評価

に関する実証的研究』、１９９９
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VieWpointsofEdu“tionalResearchinNewZealand

-TremsinEducationalReformonthelatteｒｈａｌｒｏｆｔｈｅｌ９９００ｓ－

Michiy0Fukumoto

(ResearchAssociate,NIERoi､Japan）

RecentlyeducationalresearchinOcealliahasmaderapidstrides・ontheother

hand,regardingresearchonNewZealandeducation,itwouldappearnecessaryto

expandourviewpoints・ｎｌｉｓｐａｐｅｒｔｒｉｅｓｔｏｆｉｎｄｓｏｍｅｎｅｗｖｉｅwpointsofeducatio-

nalresearchinNewZealand,focusingoneducationalreformｉｎｔｈｅｌａｔｔｅｒｈａｌｆｏｉ、

thel990'ｓ，

ＴｈｅconteI1tofthispaperisasfolloWs；１mIeaimofeducati皿ａｌｒｅｆｏｒｌｎｏｎ

ｔｈｅｌａｔｔｅｒｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ980,ｓ(basedｏｎ“PicotReport")，２)Trendsimeducationaｌ

ｒｅｆｏｒｍｉｎｔｈｅｌａｔｔｅｒｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９９０，s，３）Appendix:Alistofbasicresources

relatedNewZealandeducation、

１meaimofeducatioI1alreformintheｌａｔｔｅｒｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９８０９ｓ

ｍｅｅｄｕｃａtionalreformbasedonthe“PicotReport”ｉｎｔｈｅｌａｔｔｅｒｈａｌｆｏｆｔｈｅ

ｌ９８０９ｓ,ｉ､ｅ・‘PicotReform，ensuredthatparentsandcaImmitiescouldrelaytheir

educationalneedsandopinionstoschoolsdirectly・ｍｉｓｇａｖｅｒｉｓｅｔｏａｎｅｗｓｙｓｔ－

ｅｍ，theBoardofTrustees(BOT）andextemalevaluationbytheEducationReview

Office（ERO)．

TheserefOrmsaimedt⑪provideeducationalservicesbasedupontheneedsof

students,theparentsandthecomunities,Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｎ肥,schoolsreceivedthe

extensivepoWersnecessarytoensureproperoutcoI1肥stakingintoconsideratiom

investmentandaccountabilitytoParentsａｎｄｔｈｅｉｒｃｏｍｎｍｉｔｉｅｓ、

２TremhSineducationalrefOrIninthｅｌａｔｔｅｒｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９９０９ｓ

Ｔｈｅａｕｔhorhastriedtodescribetrendsineducationalreforminthelａｔｔｅｒ

ｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９９０９ｓ,ｉ､ｅ・refOrmafter‘Picot9，baseduponamexaIninationofthe

majOrpoliticaldocuInentsamdthethemesfromrecent“EducationGazettes"・

ThechainofeducationalrefbmafterPicotshowssomenewpoliticalinitiat-

ives：reviewofthefraIIM豊workofNationalQualificatiOn，teachereducationand

tertiaryeducation,nationalevaluationpolicyandareviewofER０.Inadditionto

theseefforts,attentionshouldbegiventoappropriateeducatiomlpolicyfOr

PacificIslandersamdschoolsupportprogramn肥s・ｍｅｆＯｒ[I肥rsuggestsanemirely

vieWpointforeducatiounalgmlaranteesforminoritiesinNeWZealanｄａｎｄｔｈｅｌａｔｔ－

ｅｒｗｉｌｌｒｅｆｌｅｃｔｔｈｅｔotalsupportsystemneededtokeepaselfmanaganentsystem

－６９‐



【オセアニア教育学会情報】

○オセアニア教育学会活動報告

○オセアニア教育学会会則

○オセアニア教育学会選挙管理規程

○『オセアニア教育研究』編集委員会規程

○『オセアニア教育研究』執筆要領
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○オセアニア教育学会１９９９年度活動報告

１９９８年１２月１２日オセアニア教育学会第２回研究発表大会・総会

於青山学院大学

○総会

○「ニュージーランドの教育制度」ジョン・マタイラ(ニュージーランド大使館）

○ 研究発表５件

１９９９年１月１６日オセアニア教育学会ニユースレター第３号発行

１９９９年４月３日１９９９年度第１回理事会

於青山学院大学総合研究所ビル第３会議室

○総会(研究大会)について

○紀要編集について

○学会研究会・懇親会の開催の検討

○その他

１９９９年５月１日オセアニア教育学会ニユースレター第４号発行

１９９９年１０月５日１９９９年度第２回理事会

○来年度以降の事務局体制について

○紀要編集について

○総会・研究発表大会について

○その他

於青山学院大学笹森研究室

月例勉強会『オーストラリア教育史』読書会於青山学院大学

７月６日、９月７日、１０月５日、１１月９日
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第１章総則

第１条本会はオセアニア教育学会（SocietyforOceanianEducationStudies）と

称する。

第２条本会はオセアニアの教育に関し学術的に研究し､かつ教育現場の理解に努め、

もって日本とオセアニア諸国の相互理解及び交流を深めることを目的とする。

第３条本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

１．総会及び研究会の開催

２．研究年報または会報の発行

３．その他本会の目的達成に必要な事業

第２章会員

本会の目的に賛同し､オセアニアの教育に関心を持つ者をもって会員とする。

本会の会員になるためには入会申込書を提出しなけれはならない。

会員は会費を負担するものとし会費は年額５，０００円(学生3,000円:団体８，０００

円）とする。

会員のうち３年間にわたって会費納入を怠ったものは､本会から除籍される。

条
条
条

４
５
６

第
第
第

第７条

第３章役員

第８条本会の事業を運営するために次の役員をおく。役員の任期は２年とする。

但し、重任を妨げない。

会長１名理事７名（但し、事務局長1名、編集委員長１名を含む｡）

監査 ２名

第９条１）会長は総会にて選出し、本会を代表するものとする。

２）理事は会員の互選により選出する。欠員が生じた場合、直ちに補充する。

３）監査は理事会の議を経て会長が委嘱する。

４）事務局長は理事会の議を経て会長が委嘱し、理事に加える。

５）編集委員長は、理事会の議を経て会長が委嘱し、理事に加える。

６）事務局長は、事務局員を委嘱することができる。

第 ４ 章 総会及び理事会

第１０条総会は本会最高議決機関であって年１回これを開催し､重要事項を決定する。

-７２．
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第１１条理事会は会長及び理事によって構成し、本会の重要事項を審議する。

第１２条

第１３条

第５章会計

本会の経費は会員の会費、その他の収入をもってこれにあてる。

本会の会計年度は毎年１０月１日に始まり、翌年９月３０日に終わる。

青山学院大学文

第６章雑則

第１４条本会の事務局は、当分の間、東京都渋谷区渋谷４－４－２５青山学｜

学部教育学科笹森研究室におく。

第１５条本会則の改正は総会の決議による。

第１６集本会を運営するのに必要な細則は理事会が定め、総会に報告する。

附則

本会の会則は、平成５年１２月４日より施行する。

附則

本会の会則は、平成６年１２月３日より施行する。

附則

本会の会則は、平成７年１２月９日より施行する。

附則

本会の会則は、平成９年１２月６日より施行する。

附則

本会の会則は、平成１０年１２月１２日より施行する。
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○オセアニア教育学会選挙管理規程

オセアニア教育学会役員選出に関する規定を次の通り定める。

（目的）

第１条この規程は、オセアニア教育学会における役員の選出が、公明かつ適正に行

われることを意図し、本会の健全な発展に寄与することを目的とする。

（役員選出の方法）

第２条役員の選出は会員全員の選挙により行う。

（選挙事務の管理運営）

第３条役員の選挙については、選挙管理委員会が管理運営するものとする。

（選挙管理委員会）

第４条１.選挙管理委員会は、会長が会員の中から指名し３名の委員で構成する。但

し、理事１名を含むものとする。

２.選挙管理委員会には選挙管理委員長を置く。委員長は委員の互選とする。

３.委員の任期は、２年とする。

４.選挙管理委員会は、投票日の公示、投票の方法、その他選挙に関し特に必

要と認める事項を選挙人に周知させるとともに、棄権防止に対して適切な

措置を講じなければならない。

（選挙権）

第５条会員は全てその権利を有する。

（被選挙権）

第６条会員は全てその権利を有する。

（選挙人名簿の作成）

第７条オセアニア教育学会会員名簿をもって代用する。

（選挙期日）

第８条選挙日の設定及びその他選挙に関する日程の作成は選挙管理委員長が公示

する。

（定例選挙）

第９条役員の定例選挙は、その任期終了前２か月以内に行う。

（臨時選挙）

第１０条前条に定める定例選挙以外に、選挙管理委員会が必要と認める事態が生た

場合には、臨時選挙を行うことが出来る。

（投票）
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第１１条１.選挙は、投票によって行う。

２.投票は、会長については一人ｌ票に限る。

３.投票は、理事については一人５名以内連記の１票に限る。

（投票用紙の様式及び作成）

第１２条１.定例選挙における投票用紙､別表第１号様式とする。臨時選挙における投

票用紙の様式については、その都度選挙管理委員会が定めるものとする。

２.投票用紙は、選挙管理委員会が作成する。

（投票の方法）

第１３条投票は全て郵送とし､宛先はオセアニア教育学会事務局内選挙管理委員会と

する。

（開票立会人）

第１４条選挙管理委員会は、開票に際し、選挙人の中から開票立会人１名を公募しな

ければならない。

（開票事務）

第１５条開票に関する事務取扱いは、選挙管理委員会が行うこととし、前条の開票立

会人が開票事務に立ち会う。

（開票の場所及び日時の決定）

第１６条１.選挙管理委員会は、開票立会人の立会いの上､投票総数を点検しなければ

ならない。

２.投票の効力は、選挙管理委員会が決定しなければならない。その決定に

あたっては、第１７条の規定に反しない限り、その投票を有効とする。

（無効投票）

第１７条以下の投票は、無効とする。

１.正規の用紙が用いられていないもの。

２.被選挙権の無い者の氏名が記載されたもの。

３.投票が締め切られた日の翌日以後の日付で郵送されたもの。

４.第１１条に違反したもの。

附則この規定は平成８年１２月７日より有効とする。

附則この規定は平成９年１２月６日より有効とする。
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○オセアニア教育研究編集委員会規程

1.編集委員会は、若干名の編集委員をもって構成し、紀要（『オセアニア教育研究』）

の編集・発行に当たる。

2．編集委員長（以下、委員長）は編集担当理事とする。編集委員長は編集委員会を

招集し、論文審査その他紀要発行に必要な事務を行う。

3．編集委員の選出は理事会が行う。

4.編集委員の任期は１期２年とする。ただし、重任を妨げない。また、１期ごとに若

干名を交代する。

5．論文の審査・執筆については別に定める。

６．本規程の改正は編集委員会の出席者の２分の１以上の同意により提案され､理事会

の承認を得るものとする。

附則本規程は、１９９７年１２月６日から施行する。
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『オセアニア教育研究』執筆要領

(1)名称：『オセアニア教育研究』（JournalofOceanianEducationStudies）とする。

(2)発行：原則として、年１回、毎年１２月１日をもって発行する。

(3)編集内容：オセアニアの教育に関する研究論文、現場報告、書評等を掲載する。

(4)執筆要綱：

1．原稿形式

・投稿はワープロまたはコンピュータで作成、印刷されたものとする。

・用紙はＢ５、縦置き横書きとし、枚数は、図表、注を含めて１２枚以内とする。

・上部余白２０ミリ、下部余白２５ミリ、左余白２５ミリ、右余白１９ミリとする。

右余白は揃える。

・フォントは明朝体、フオントサイズは１０、行間隔は１．５とする。（フオントサイズ

を指定できない場合は、３８字×33行、英文等は半角とする｡）

・図表は張り付けてもよい。

・ベージ番号は入れない。

2．統一表記

・節の表記は、１，２，３，…、小節の表記は、（１）（２）（３）．･･･とする。

・注番号は上付き片かっことする。

・邦文の論文名には「」、書名・雑誌名には『』を付ける。

・英文等の論文名には“”、書名・雑誌名はイタリックにする。（イタリックが不可

能な場合は、下線を引く。）

・文献の表示は、次の通りとする。

著者外国語著作で複数の場合はアルファベット順にする。

題名論文の場合は論文名の後に雑誌名、巻号数を入れる。

出版社名国外出版の場合は国名もしくは都市名も入れる。

出版年報告書等の題名に年号がついていても出版年は必ず入れる。

3．論文提出

・投稿希望は３月末日で締め切り、論文提出は４月末日を締め切りとする。

・投稿希望、論文提出先：

〒150-8366東京都渋谷区渋谷４－４－２５青山学院大学笹森研究室気付

オセアニア教育学会紀要編集委員会（FAXO3-3409-1528）

．なお、原稿形式や表記が統一されていない原稿は再提出させていただくこともあ

ります。次のページを参考にして原稿の作成をお願いいたします。
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題名

一副題一

氏名

所属

はじめに

「はじめに」を入れる場合は節に入れない。同じく「おわりに」を使用する場合も

題目に数字を入れない。題名、副題、「はじめに｣、「おわりに」は太文字にする。

１．節の題目

(1)小節の題目

節の題目は太文字にするが、小節は太文字にしない。なお、表や図を使用する場合

は、以下のように表題、出典を明記する。

表１州別学校数（1995年）

初等教育 中等教育 高等教育

Ａ州 200 100 2０

Ｂ州 9０ 4０ 1０

（出典：NinistryofEducation・EyUcat伽ｉｎＣｂ“t〃Ｃ・'993,ｐ､16）

〔注〕

1）Leger,C､,＆Roman０，J・P．“BootstrapAdaptiveEstimation：ＴｈｅＴｒｉ皿edNean

Example.,，Ｚｈｅ６ａ"adianJbumaノofStatistics，１８．１９９０，ｐ､299.

2）Barcan,Alan・AHisto〃ofAustI,a〃a〃EﾛiJcat伽.Melbourne：OxfordUniversity

Press,1980.

【参考文献】

U､Ｓ・SecuritiesandExchange､Comission・AmuaIHepoI,ｔｏｆ幼eSecuI,itiesand

EXchangeCommisi叩fbI,幼eFiscaIyeaI,、Washington，，.Ｃ､：GovernmentPrinting

Office，1983．

Boy｡,WilliamLowe，＆Ｓｍart,Don,eds、EUtJcati”ａＩＰり〃cyi〃AustmIiaa"｡“eI,icaf

Cb"pa”tivePeI召pectives・NewYork：Ｆａlmel,Press，1987.
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紀要編集委員会

委員長石附実（京都女子大学）

委員 海野士郎

幸野稔

笹森健

樋口信也

(茨城キリスト教学園・シオン短期大学）

(秋田大学）

(青山学院大学）

(帝京大学）

編集幹事伊井義人（青山学院大学非常勤）

梶間みどり（青山学院大学大学院）

青木麻衣子（青山学院大学大学院）

英文校閲フオンス智江子（国士舘大学非常勤）

編集後記

新規出発の本『紀要』も２回目を迎えた。前号が、研究論文、研究ノートともすべてオースト

ラリアだけだったのに比し、今回は、新たに、講演と研究ノートの両方でニュージーランドが

取り上げられ、地理的広がりを増した。オセアニアの教育研究を旗印とするわが学会として、

これはまことに喜ばしいことである。さらに今後は、この２つの国のほか、オセアニア圏内の

他の国や地域にも研究対象が拡大されていくことを切に期待したい。

投稿された諸論文の査読や編集のなかで、つくづく感じたのは、どの筆者も、検討対象とす

る地域のテーマにしっかりと的を絞り、きわめて綴密に資料を駆使して、制度や政策の実態と

その動きの今日と将来を見極めようとする熱意が現れていることである。そうした実証的地域

研究の大切さは、もちろん言うまでもない。ただ、たとえばオーストラリア研究の場合、その

国の歴史と現在のあり方において州別の多様性があまりにも大きいために、国レベルでの統一

的な姿の把握が、とくに教育の領域にあっては、なかなかむずかしい。しかし、これからは、

厳密な州単位の研究の基礎の上に、州間比較、さらにその比較を通して全体としての国家レベ

ルの教育像の追求が課題となろう。

さきに「地理的広がり」ということを言ったが、この州から国への、いわば統合的視点への

広がりも大事なのであり、さらにはまた、制度、財政、政策といったかたちに現れたものを、

背後であるいは基盤として支えている、社会、文化のかたちなき特性にいたるまで、視界を広

げていくことも、容易ではないが、つねにこころがけるべき点だと思う。

（編集委員長石附実）
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